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Ⅰ．はじめに   

経済の国際化、規制緩和が叫ばれている今日、金融業、流通業、小売業、  

建設業といった多種多様な分野において、外資系企業（1）の日本への進出が様々  

な形態により行われる。   

当然、進出と裏腹に本国における破産等の法的手続きにより、日本から撤退  

する外資系企業もある（2）。撤退する外資系企業が日本において課税され、滞納  

した場合、日本の租税債権徴収が問題となる。撤退する外資系企業の本国にお  

いて、破産等の手続きが行われるような場合、いわゆる、国際倒産における外  

国租税債権の扱い等について、日本において、まだ十分な研究がされてきたわ  

けではない（ごi）。外国租税債権がどのように国際倒産において扱われるかを検  

討することは、経済の国際化が叫ばれて久しい今日、租税徴収が国家の歳入に  

直接、結びつくことからも必要であると考えられる。   

本稿において、① 日本における外資系企業の進出形態を分類し、徴収の前  

段階である課税に関して、各進出形態にどのように課税されるかについて主と  

して法人税に関して言及していく。次に、② 各進出形態の倒産形態とそれぞ  

れの場合における徴収上の問題について ③ 外国倒産手続きへの外国租税債  

権の参加の可否 ④ 外国租税債権の倒産手続きでの各国の扱いと方向の流れ   

そして⑤ まとめとして日米にわたる国際倒産における外国租税債権の扱い  

に関する私案の提示という順序で検討していきたい。  

〔注〕  

（1）本稿において、日本以外に本店、本拠地等の主要な拠点等がある企業を意味し、   

主として米国に本拠地がある法人を検討していきたい。  

最近の進出事例の紹介として、例えば、「なだれ込む金融外資」日経ビジネス4－   

20P22（1998）、「英イノペックス 世界で医薬営業マン派遣薬価下げ「好機」と日   

本上陸」日経ビジネス5－4p53（1998）、建設業の共同体企業体（ジョイントベンチ   

ャー）に関して、「都が韓国JVに盲学校工事発注22億円、地方自治体では初」日経   

新聞夕刊1998年11月21日 がある。   
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（2）本稿において、主として米国の破産手続き（cbapter7）が開始された場合を検討  

していきたい。  

最近の外資系企業の撤退事例（本国における破産等に限らず）の紹介として、例   

えば、「空洞化する日本の新薬開発、外資も撤退へ」日経ビジネスト20plO（1998）、   

「香港スーパー日本で通用せず撤退、安さ追求の3つの誤算」日経ビジネス3－2P6   

（1998）、「韓国の証券会社日本撤退相次ぐ」日経新聞朝刊1998年7月19日、「バン   

クボストン 日本から撤退」日経新聞夕刊1998年10月15日があり、休眠、外資比率   

の低下、解散、閉鎖等、最近の主な外資系企業のリストに関しては、週刊東洋経済   

臨時増刊 外資系企業総覧P124（1998）に掲載。  

（3）例えば、以下の文献において、国際倒産と外国租税債権に関する問題が示されて   

いる（PhilipStJSmart，Cross－BorderInsoIvency，126（1991） アンソニー・ウ   

ェブスター（吉垣英訳）「英国国際私法における国際倒産」東海法学16p315（1996）  

石黒一意「国際倒産と租税」ジュリスト981P78（1991） 木川裕一郎「ドイツ   

倒産法研究序説」P31211（1999） 高木新二郎 山崎潮 伊藤眞編「倒産法実務   

事典」P1322 片山英二 神部健一「租税債権と国際倒産」（1999））。   
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Ⅱ．外資系企業の進出形態の分類と課税について   

外資系企業の日本における進出形態としては、（∋ 自己の拠点の設立（∋他  

者への出資等 がある。具体的には、①については支店、営業所の設立り〉。  

（診については商法上の匿名組合形式への出資、民法上の任意組合形式への出資、  

特別法である中小企業等投資事業有限責任組合法に基づく、中小企業等投資事  

業有限責任組合への出資、そして米国の各州法を準拠法とするパートナシップ  

ヘの出資 が考えられる。それぞれの進出形態について国内法上の課税関係、  

日米租税条約における規定を以下、検討していきたい。  

（Dに関しては、法人税法、規定が置かれていると言えるが、②に関しては明  

確に規定が置かれているとは言い難い。例えば、米国において、外国法人がパ  

ートナシップのパートナーである場合、当該外国法人が、米国において事業活  

動を行っているとみなす規定がある（IRC875）（5〉。他方、日本の税法上、  

法人以外の団体への出資（参加）に関する明文の規定がないことから、外資系  

企業が日本において任意組合、匿名組合等に出資した場合の課税関係に関して  

不明確な部分が存在する。以下、支店、営業所等を日本国内に有する場合と法  

人以外の団体に外資系企業が出資する場合とに分け、日本において、まず、こ  

れら外資系企業が恒久的施設（以下PE）′を有するかどうかを中心に検討し、  

それぞれの進出形態における外資系企業への課税の態様を示していきたい。  

1．支店等、国内に営業所を有する場合の課税  

（1）国内法規定  

法人税法141条1号「国内に支店、工場その他事業を行う一定の場合」の   

規定があることから、外資系企業が国内に支店等を有する場合には、PE   

が認定される。外資系企業が支店等、国内に営業所を有する場合にはすべ   

ての国内源泉所得に関して法人税が課される。日本において法人税につい   

て申告の必要がある。   
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（2）日米租税条約における規定  

日米租税条約9条2項において、PEの例示がされている。租税条約に   

例示されている支店、事務所、工場、作業所等のPEの範囲は国内法（法   

人税法141条1号）と基本的に同様である。PEの範囲に関して租税条約   

により大きく変更が加えられているものではない。  

ただし、国内源泉所得の範囲に関しては日米租税条約6粂8項において   

当該PEに帰せられる産業上、商業上の利得に関して国内源泉と規定され   

ている。法人税139条により条約の規定が優先することから、日本国内の   

PEに帰せられる産業上、商業上の利得が国内源泉となる川）。  

2．匿名組合における課税（7）   

匿名組合に対する課税については、商法第535条（匿名契約）の規定による   

匿名組合に関しては法人とみなされないことが示されている（法人税基本通   

達1－1－1）。この通達により匿名組合が納税義務の主体となる団体とな   

らないことが示されており、匿名組合の所得に対する課税については、営業   

者あるいは匿名組合員の段階において問題となる。   

まず、営業者が法人である場合、匿名組合の収益は、営業者の益金として   

計算されるが、他方、営業者から匿名組合員への利益分配は、匿名組合契約   

は営業により生ずる損益を分配することを約する（商法535条）特殊性を有す   

ることから、営業者である法人の法人税の計算上、損金とされ課税対象から   

除外されている。  

また、組合員段階の課税について、組合契約の基づき分配される損益を自   

己の損益として計算できることが定められている（お〉  

したがって、組合一員が外資系企業の場合、匿名組合において分配されるべ   

き利益についての課税関係が問題となる。  

（1）国内法規規定   

（－）支店等のPEがある場合  

組合員である外資系企業は、法人税法141条1号により日本における   
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すべての国内源泉所得に関して法人税が課される。匿名組合契約によ   

り分配される金額についてもPEの所得と合算して法人税について申   

告の必要がある。  

営業者の源泉徴収に関しては、組合員9人以下の場合と組合員10人   

以上の場合に分けられる。   

① 組合員9人以下の場合 所得税法161条1号、212条1項により源  

泉徴収の必要はない。   

② 組合員10人以上の場合 所得税法161条12号により20％の源泉徴収  

が必要である。  

（二）支店等のPEがない場合   

（∋ 組合員9人以下の場合  

上記と場合と同様に、所得税法161条1号、212条1頓により、営  

業者が源泉徴収を行う必要はない。  

組合員の課税に関しては、法人税法141条4号イ、法人税法138条  

1号、法人税法施行令177条4号（国内にある資産の所得）、法人税  

法施行令184条（匿名組合契約の範囲）より匿名組合より分配される  

べき利益は、国内にある資産の運用・保有に係る所得に該当するこ  

とから、PEを有しない外国法人に対しても法人税が課される。  

日本において支店等のPEを有しない外資系企業は、法人税につ  

いて申告の必要がある。   

（∋ 組合員10人以上の場合  

上記と同様に、所得税法161条12号、所得税法施行令288条（匿名  

組合契約等の範囲）、所得税法212条（源泉徴収義務）により、営業  

者が20％の源泉徴収を行う必要がある。  

組合員の課税に関しては、法人税法141条4号イ、法人税法138粂  

1号、11号、法人税法施行令184条（匿名組合契約の範囲）、法人税  

法施行令187条（PEを有しない外国法人の課税所得）において列挙  

された国内源泉所得に匿名組合より分配されるべき利益は該当しな   
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いことから、法人税が課されない。日本における課税関係は源泉徴  

収により終了する。  

（2）日米租税条約における規定   

外資系企業の所在国と日本との間において、租税条約が締結されてい   

る場合、租税条約の規定が国内法より優先するため（法人税139条）、租   

税条約の規定により、課税関係が決定される。外資系企業の課税関係を   

検討する上で、租税条約の内容の検討が必要となる（9）。本稿において、   

米国に本拠を有する外資系企業を対象としていることから、日米租税条   

約の検討が必要となる。  

匿名組合の利益分配が、日米租税条約6条（所得源泉）において、ど   

のように規定されているか問題となる。6条（Dから（診においては匿名組   

合の利益分配に関しては規定されていない。（9「（Dから（診までの規定が   

適用されない項目の所得の源泉は、各締約国により国内法令に従って決   

定される。」により、国内法の規定を修正することなく、米国に本拠を   

有する外資系企業に対して課税が行われることになる（■0）。  

以上の通り、国内法により、組合員である外資系企業に対しては、匿   

名組合の規模、また外資系企業の態様に関わらず、法人税あるいは所得   

税が課される。上記の点をまとめると下記のようになる。  

組合員数   日本国内にPE有り   日本国内にPEなし   

9人未満  法人税課税 申告の必要有り  法人税課税 申告の必要有り   

10人以上   同  上   源泉徴収のみ  
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3．任意組合における課税（‖）   

任意組合に対する課税については、民法第667条（組合契約）の規定による   

組合に関しては法人とみなされないことが示されている（法人税基本通達1   

－1－1）。この通達により任意組合が納税義務の主体となる団体とならな   

いことが示されており、任意組合の所得に対する課税については任意組合員   

の段階において問題となる。現行の法人税法、所得税法において任意組合員   

の組合の所得については直接、明記した規定はない。   

任意組合の所得は、民法674条の規定される組合契約により、分配され、任   

意組合員に任意組合の所得が帰属する点から、法人税法11条、12条の「実質   

所得者課税の原則」により、任意組合の所得は任意組合員段階において課税   

されることになる。また、法人税基本通達14－1－1より、利益金額又は損   

失金額については匿名組合と同様に自己の損益として計算できることが定め   

られている。  

（1）国内法規定  

法人税法141条1号に規定される支店等のPEを有する外資系企業の場合   

は匿名組合と同様にすべての国内源泉所得に関して法人税が課され、法人   

税申告の必要がある。民法上の任意組合の場合に、分配されるべき利益に   

関する課税については、任意組合が匿名組合と異なる法的性質を有するこ  

とから、法人税法141条1号に規定される支店、その他事業を行う一定の場   

所を外資系企業が有していない場合においても、常に日本国内における   

PEの認定が問題となると考えられる。以下、任意組合の法的性質に着目   

して、日本において支店等を有しない外資系企業が任意組合に出資する場   

合に、日本においてPEを有することになるかどうか、検討していきた  

い（】2） 

（一）任意組合の事業形態（■3）  

任意組合形式を利用した事業形態、例えば、建設業において見られ  

る、いわゆるジョイントベンチャー方式より、日本において支店等の  

PEを有しない外資系企業が参加していた場合、法人税法141条2号   
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の「建設作業等」のPEに該当することになると考えられる。このPE  

を外資系企業が有する場合、国内における事業、人的役務、不動産に  

係る所得（138条1号から3号）そして138条4号から11号までの国内  

源泉所得のうち、その外資系企業が、国内において行う建設作業等に  

係る事業に帰せられるものについて、法人税が課される。  

これらの任意組合に出資している外資系企業は、法人税について申  

告の必要があると考えられる。  

（二）任意組合の資産形態＝）  

任意組合の資産は、営業者に資産が帰属する匿名組合と異なり、民  

法668条に規定されるように組合員全員の所有である（民法668条）くIS）。  

組合長である外資系企業は、任意組合の資産を他の組合員と所有する  

と考えられる。任意組合の資産形態（例えば、不動産等の建物）によ  

っては、日本において支店等を有しない外資系企業が、日本に不動産   

等を所有することになると考えられる。したがって、法人税法141条   

1号、法人税施行令185条（国内に支店、エ場等その他一定の事業を   

行う場所）に規定するPEを有すると認定される場合もあると考えら  

れる。  

このような場合、すべての国内源泉所得について外資系企業に法人   

税が課さられ、法人税について申告の必要があると考えられる。  

（三）組合員相互間の関係   

① 業務執行者の定めがある場合  

民法670条により組合契約によって組合の業務を特定の者に委任する  

ことができる。この委任を受けた者を業務執行者という。この者が組   

合契約により定められた場合（16）に業務執行者が、日本に支店等を有  

しない外資系企業にとって、法人税法141条3号に規定される代理人  

PEとなるかどうか問題となる。  

代理人PEの要件としては、法人税法施行令186条1号において、   

（ア） 本人に代わって本人の名に．おいて契約締結権限を有すること   
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（イ） 契約締結権限を常習的に行使すること の2つが定められて  

いる。   

（ア）に関しては、業務執行執行者は、組合の目的や事業を達成す  

るために、必要な範囲で、組合のために一切の事項に関する代理権が  

与えられる（17）。また、業務執行者が組合名においてなした行為の効  

果は、全組合員に帰属すること（－8）から、対外的に、業務執行者は組  

合のために契約締結権限を有していると言える。   

（イ）に関しては、業務執行者が複数いた場合、業務執行者の過半  

数の同意を常務以外の事項に関して必要であるが、常務の事項に関し  

ては業務執行者が単独で代理できる（民法670）。組合の常務に関して  

は、日常反復して行われるような軽微の事務とされている（■9）。仮に、  

業務執行者が単独の場合、常務のみならず、すべての組合の事項に関  

して代理できる（20）。   

（ア）と（イ）に閲し、通常の代理の考え方からすれば、組合に法  

人格がないことから、全組合員の名において法律行為をすることが必  

要であるが、判例上、組合名と肩書を付した代表者名の表示でもよい  

とされている（2●）。全組合長の名でなく、業務執行執行者は、自己の  

名で組合の事項に関して法律行為をすることができると考えられる。   

上記の点から、通常の業務等に関して対外的な代理権限を有する業  

務執行者は、法人税法141条3号、法人税施行令186粂1号の「その事  

業に閲し契約を締結する権限を有し、かつこれを常習的に行使する  

者」にいう代理人等に該当する余地は十分にあると考えられる。   

日本において支店等を有しない外資系企業は、任意組合に出資して  

いる場合には、法人税法141条3号（代理人）のPEを有していると十  

分に考えられ、国内における事業、人的役務、不動産に係る所得（138  

条1号から3号）、138条4号から11号までの国内源泉所得のうち、  

その外国法人が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰され  

るものについて、法人税が課される。したがって、任意組合の分配に   
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関して、国内源泉所得として法人税について申告の必要である。   

（∋ 業務執行者の定めがない場合  

民法670条により組合の常務に関して、組合員は他の組合員を代理す  

る権限を有する。常務以外の事項に関しては常に、組合員が他の組合  

員を代理する権限を有するものではなく、過半数の同意を得たか否か  

により、全組合員に法的効果が及ぶかどうか判断される。  

したがって、業務執行執行者の定めがない場合、事業に関し契約を  

締結することが常務の範囲に属さない場合、法人税法141条3号、法人  

税施行令186条1号の「その事業に関し契約を締結する権限を有し、か  

つこれを常習的に行使する者」にいう代理人等に各組合員が常に該当  

するとは考えがたい。  

このような場合、日本において支店等を有しない外資系企業が任意  

組合に出資している場合には、常に法人税法141条3号（代理人）PE  

を有しているとは考え難く、法人税について申告の必要がないと考え  

られる（22）。  

（2）日米租税条約における規定  

日米租税条約においては任意組合の収益分配に関する規定はなく、組合   

員である外資系企業への分配に関して、上記と同様に、任意組合の事業形   

態、任意組合の資産形態、組合員相互間の関係に着目してPEの有無の検   

討が必要であると考えられる。   

（－）任意組合の事業形態  

事業に関する所得については一般的には8条の事業所得において規  

定されている。この規定においては産業上又は商業上の利得について  

はPEを通じて取得する場合にはPEの存する国も課税できること。  

また産業上又は商業上の利得の定義についても5項において製造業、  

商業、保険業、漁業、、船舶、航空機、人的役務、不動産、配当、利  

子と広く定義されている。基本的に、任意組合の事業形態における  

PEの有無、そして、任意組合の収益の源泉について、個々の検討す   
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る必要がある。例えば、建設作業等について、日米租税条約により一   

定の修正を受けている。日米粗税条約9条2項において「建築工事現   

場又は建設若しくは据付けの工事で、24カ月を越える期間存続するも   

の」と規定されており、法人税法141条の「一年を越えて行う外国法   

人」が修正され、PEの範囲が限定されている。また、不動産に関し   

て、15条1項においては「不動産の譲渡」、2項においては「不動産   

の用益権、賃貸借から生ずる所得」が規定されている。これらの所得   

については不動産の所在国において課税できることが規定されている。   

基本的には、日米租税条約において、国内法の課税関係を確認する形   

となっているが、例えば、上記の「建設作業等」に関する修正事項が   

明示されているように、個々の任意組合の事業形態を考慮していく必   

要があると考えられる。  

（二）任意組合の資産形態  

任意組合の資産は民法668条に規定されるように組合員全員の所有で   

ある。この所有形態と課税の関係について、租税条約は規定しておら   

ず、課税の関係を検討する上では任意組合の資産の種類が、租税条約   

においてどのように規定されているかが問題となる。例えば、租税条   

約の9条2項において規定されるような「事業を行う一定の場所」に   

該当するような工場、建物、鉱山等が任意組合の資産の種類である場   

合には、国内法と同様にこれらの資産はPEと認定される。租税条約   

による修正はなく、組合員である外資系企業は日本国においてPEを   

有することとなる。個々の任意組合の資産を考慮していく必要がある   

が、基本的に、国内法によりPEと認定される資産については明確な   

修正をうける場合（建設作業現場のような規定）以外は、外資系企業   

は日本国においてPEを有することになると考えられる。  

（三）組合員相互間の関係  

任意組合契約において業務執行者の定めがある場合、業務執行執行   

者が全組合員を代理することとなる。このような業務執行執行者が日   
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米租税条約9条4項にいう代理人に該当するかどうか問題となる。9  

条4項にいう代理人に該当する要件としては（ア） 本人に代わって  

本人の名において契約締結権限を有すること（イ） 契約締結権限を  

常習的に行使すること の2つが定められており（2：l）、はぼ国内法の  

規定と同様である。   

（ア）に関して、任意組合契約において業務執行者に契約締結の権  

限を委任したこと。また、代理行為上、必要とされる顕名行為につい  

ては組合名と肩書を付した代表者名の表示によってのみ、業務執行者  

の代理行為が認められる判例があることから（ア）に言う「本人に代  

わって本人の名において契約締結権限」を業務執行者は有すると考え  

られる。   

（イ）に関して、任意組合が解散、あるいは業務執行者が解任され  

ない限り、通常、契約締結の権限、常務に関する代理権を業務執行者  

は有することから、業務執行者は（イ）に言う「契約締結権限を常習  

的に行使すること」を行う地位にあると考えられる。   

したがって、日米租税条約9粂4項にいう代理人に業務執行者は該  

当すると考えられる。   

任意組合契約において業務執行者の定めがない場合、常務について  

は各組合員が代理できるがそれ以外の事項については過半数の同意が  

必要である。   

常務の範囲によっては、業務執行者が常に（ア）の本人に代わって  

本人の名において契約締結権を各組合員が有するのか、（イ）の契約  

締結権限を常習的に行使する地位を各組合員が有するのかどうか疑問  

が残る。このような場合、日米租税条約9条4項にいう代理人に各組  

合員が該当するとは言いがたいと考えられる。   

以上のことより、国内法と同様に業務執行者の定めがある場合には  

PEが有ると考えられる。他方、業務執行者の定めがない場合には常  

務の範囲によりPEが有ると言えない場合も考えられる。   
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上記の点をまとめると、任意組合の事業形態、資産形態、あるいは  

組合員間の関係を定めた契約内容により、日本国内に支店等を有しな  

い外資系企業であっても、任意組合に出資している場合には法人税法  

141条に規定する1号、2号あるいは3号のPEを有する可能性は十分  

にある。したがって、該当するPEに定められた国内源泉所得につい  

て法人税について申告の必要があると考えられる。  

4．中小企業等投資事業有限責任組合における課税（24）  

中小企業等投資事業有限責任組合はベンチャー企業のような未公開企業へ   

の投資を目的とし、民法の組合契約を基礎とする中小企業等投資事業有限責   

任組合法に準拠する組合である。この組合の投資する外資系企業の課税関係   

を考えていきたい。  

この組合の特徴としては、（ア） 組合員の有限責任の明確化（民法上は   

無限責任）（イ） 株式未公開等の中小企業等の発行する有価証券への投資、   

工業所有権の買取等に事業範囲を限定（ウ） 業務を行う無限組合員とそれ   

以外の有限責任組合員により構成といった三点が挙げられる。これらの特徴   

を考慮し、外資系企業の課税問題、支店等を有しない外資系企業が中小企業   

等投資事業有限責任組合に出資することにより、日本国内におけるPEを有   

することになるかどうか検討していきたい。   

基本的に、法的な性質が任意組合と同様であることから、任意組合と同様   

の課税関係になると考えられる。いくつかの点で中小企業等投資事業有限責   

任組合が任意組合と異なる法的性質を有することから、これらの差異に着目   

して以下、課税関係について考えていきたい。  

（1）国内法規定   

（一）組合員相互間の関係  

中小企業等投資事業有限責任組合法7条1項においては「組合の業  

務は、無限責任組合員がこれを執行する」、2項においては「無限責  

任組合員が数人あるときは、組合の業務の執行は、その過半数をもっ   
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て決する」とされており、民法上の組合契約において業務執行者が定  

められた場合と同様の規定になっている。  

したがって、課税関係については、常に民法上の業務執行者が定め  

られた場合と同様に法人税法141条3号に規定する代理人が国内にいる  

と考えられ、外資系企業は法人税申告の必要があると考えられる。   

（二）中小企業等投資事業有限責任組合の事業形態  

組合の業務の範囲は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する  

法律の1条、3条において、株式未公開等の中小企業等の発行する有  

価証券への投資、エ業所有権の買取等に限定されている。組合の業務  

が法人税法141条2号に規定される建設作業等に該当することはなく、  

外資系企業が2号のPEを有していると認定されることはないと考え  

られる。  

（2）中小企業等投資事業有限責任組合の資産形態  

株式未公開等の中小企業等の発行する有価証券、工業所有権が組合の主   

たる資産であり、資産の範囲は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関   

する法律の3条において限定されている。不動産等を共有している任意組   

合と異なり、日本国内において外資系企業が単に有価証券、工業所有権等   

を所有していることを理由に、法人税法141条1号に規定される支店その他   

事業を行う一定の場所を有しているとは考えられない。組合の資産内容が   

有価証券、工業所有権等に限定されていることから、1号のPEを有して   

いると認定されることはないと考えられる。  

上記のことから日本国内に支店等を有しない外資系企業であっても、中   

小企業等投資事業有限責任組合に出資している場合には法人税法141条に規   

定する3号のPEを有することになると考えられる。  

したがって、任意組合のおける代理人PEと同様に、該当する国内源泉   

所得について法人税について申告の必要があると考えられる。  

（3）日米租税条約における規定  

任意組合と同様に、中小企業等投資事業有限責任組合に関する規定はな   
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い。   

中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の7条は、任意組合  

契約において定められる業務執行者を無限責任組合員が執行することを定  

めている。中小企業等投資事業有限責任組合法は、常に業務執行者が存在  

する組合契約とされている。   

したがって、日米租税条約上も任意組合において業務執行者が定められ  

ている場合の課税関係と同様であると考えられる。業務執行者である無限  

責任組合員は、（ア） 本人に代わって本人の名において契約締結権限を  

有すること（イ） 契約締結権限を常習的に行使すること の地位を有す  

ることから日米租税条約9条4項にいう代理人に該当すると考えられる。  

結果的に、国内法による代理人PEの課税については日米粗税条約の規定  

により修正を受けないものと考えられる。   

有価証券、無体財産等を組合が保有することによるPEの認定、また、  

組合員が有価証券、無体財産等を共有することによるPEの認定に関して  

は日米租税条約9条において、国内法と異なった規定がないことから、課  

税関係についての修正はないと考えられる。   

上記のことから条約による課税関係の修正はなく、日本国内に支店等を  

有しない外資系企業であっても、中小企業等投資事業有限責任組合に出資  

している場合には法人税法141条に規定する3号のPEを有することになり、  

国内源泉所得について法人税について申告の必要があると考えられる。  

5．パートナーシップにおける課税   

法人税法上、パートナシップに関する課税関係を明確にした規定はない。   

日本の民法、商法等を準拠法とせず米国内の各州法に準拠して設立されたパ   

ートナーシップが、日本国内で経済活動を行う場合、パートナーシップがま   

ず法人税法上、どのような団体として分類されるのか、次にパートナーシッ   

プの構成員に対する課税はどのようになされるのかを中心に、以下、検討し   

ていきたい。   
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（1）パートナーシップの法人税法上の地位（路）  

パートナーシップの日本における課税上の扱いについて（例えば、納税   

の主体として扱われるかどうか）明文上、規定されていない。外国法を準   

拠法とする団体についての課税は、法人税法2条の内外法人の規定をまず、   

検討する必要がある。   

（－）内国法人と外国法人との区別  

法人税法上、パートナーシップ等が外国法人として分類されるかど  

うか、つまり、納税義務の主体となるかどうか、最初に問題となる。  

まず、法人税法上の内外法人の区分と法人格の存否に関して以下、検  

討していきたい。  

法人税法2条三号において内国法人は「国内に本店又は主たる事務  

所を有する法人をいう」と定義され、2条四号において、外国法人は  

「内国法人以外の法人をいう」と定義されている。法人そのものの定  

義は法人税法に独自の定義がないことから、民法の定義によることに  

なり、以下、民法上の規定について見ていきたい。  

民法33条において法人設立の準則として「法人ハ本法其他ノ法律ノ  

規定二依ルニ非サレハ成立スルコトヲ得ズ」と規定されており、日本  

の民法、商法等に準拠して設立される団体は当然に内国法人とされる。  

外国法人について、民法36条において、国、国の行政区画、商事会  

社または法律又は条約により許諾されたもの（26）が法人としての権利  

能力を日本において有すると規定されている。   

（二）法人格の存否  

民法上、日本において許諾される外国法人は、一定の外国法により  

有効に成立した法人であることが、大前提とされている（27）。民法に  

おいて、法人格の有無を決定する外国法に関する規定はなく、国際私  

法の考え方により法人格の有無を決定する外国法が決定される。  

外国法人の法人格の存否に関して、外国法人の従属法によることに  

ついては国際私法上、異論はない（躇〉が、法例において、法人の従属   
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法に関する規定がないことから、従属法については、設立準拠法説と   

本拠地説の対立が学説上存在する。法人の本質について擬制説あるい   

は実定説を採るにしても、法人の一般的権利能力が一定の国の法律に   

付与されることには変わりはなく、法人の人格は設立準拠法と最も密   

接な関係に立つことは明らかであることから、設立準拠法説が妥当と   

される（29）。設立準拠法を法人の従属法と解することから、民法36条   

にいう外国法人とは外国法を設立準拠法とする法人と解される（30）。  

したがって、ある団体が日本国内において法人格を有するかどうか   

については、団体の設立準拠法によって法人格が与えられ、かつこれ   

が民法36条により認許される場合ということになるム  

上記のような考えを前提に、設立準拠法により団体の法人格の有無   

を検討した場合、米国内の州法を準拠法とするパートナーシップにつ   

いては、米国内の州法上、複数の人の結合により成立する団体と分類   

され、このような団体は、通常、複数の人が金銭、労力等を出資して   

事業を行う関係であり、法人格を有しない（川とされる。パートナー   

シップのような団体は、認許以前の問題である法人格を米国内におい   

て有しないことから、日本国内において、法人格を有しないと言え   

る（32）。上記のことから、米国の州法を準拠法とするパートナーシッ   

プについては、法人税法上、外国法人と分類されないと考えられる。  

（三）条約等における位置づけ  

日米友好通商航海条約22条3項は、基本的に、米国内で与えられる   

地位が日本国内においても与えられるとした、会社互認規定を明記し   

ている。  

したがって、この条約によっても、パートナーシップ等に関しては、   

特別に法人格が付与されず、（二）と同様、米国内（各州法の規定   

上）の法的な地位、つまり、法人でない団体としての地位が、日本国   

内において認められると考えられる（33）。  

上記のことから、課税関係については、法人税法上独自の規定がな   
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く、民法等の規定を借用することから、米国の州法を準拠法とするパ  

ートナーシップについては法人税法上、法人に該当しないと考えられ  

る。  

日本法上、パートナーシップと同一の団体の形態がないことから、  

日本法上の団体等の類似点の検討が必要となる。パートナーシップが  

準拠法上、法人でない点（まして自然人でない点）、そして複数の人  

の結合、合意等により成立する一定の団体である点から、日本の課税  

関係上、組合と類似の団体として、パートナーシップの課税関係を判  

断することが妥当であると考えられる。  

組合と類似の課税関係であることから、パートナーシップ、そのも  

のには納税義務はなく、構成員であるパートナー等に納税義務がある  

と考えられる。  

組合に関しては、商法上、匿名組合が、民綾上、任意組合が規定さ  

れている。パートナーシップは、匿名組合のように営業者を有せず、  

出資者が営業者に出資をし、営業者が出資者に一定の利益分配をする  

法形式ではないことから、匿名組合の課税関係でなく、日本国内にお  

いては、任意組合と類似の課税関係であると判断することが妥当と考  

えられる（：州。  

（2）パートナーシップにおける課税関係   

（1）の考え方から、任意組合におけると同様に（D事業形態 ②資産形態   

③構成員の関係の三点から法人税法141条に規定されるPEが日本国内に存   

するかどうか検討していきたい。   

（D 事業形態  

パートナーシップ形式により日本において事業活動するものとして、  

例えば、外国弁護士事務所が挙げられる（35）。このような弁護士事務所  

は、日本においては通常、事務所等を有することが多い。これらの施設  

は、所得税法164条1号にいう「国内に支店、工場、その他事業を行う一  

定の場所」に該当することから弁護士事務所のパートナーである外国の   
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弁護士等については、日本の弁護士事務所が稼得した所得について、ま   

た、この弁護士事務所がその他にわが国の国内源泉所得を獲得した場合   

には、これら国内源泉所得をすべて課税されることになる。  

外国弁護士等のパートナーが非居住者であっても、所得税法166条によ   

り日本において所得税について申告の必要が生じる。  

（∋ 資産形態   

／トトナーシップが日本において何らかの資産を有する場合に、日本   

においてPEが構成員に認定されるか問題となる。   

（》のように何らかの事業活動を構成員が直接行う場合ではなく、単に   

資産を日本国内で保有する形で収益を挙げる場合にPEが構成員に認定   

されるか問題となる。任意組合において検討したように、例えば、不動   

産等を日本国内において有していた場合に、法人税法141条1号に規定す   

るPEが認定されるかに関して問題となる。パートナーシップの準拠法   

において、パートナーシップ本体が資産等を保有することが認められて   

おり、日本の任意組合のように組合員全員の所有と異なる法律関係であ   

ることから、PEに関する検討が必要となる。  

不動産等について、法例10条により準拠法が不動産所在地法によるこ   

とから、不動産の権利関係に関する準拠法は、パートナーシップの準拠   

法ではなく、不動産所在地国である日本国法により権利関係が判断され   

ると考えられる。また、不動産の登記において、法人格を有しない団体   

の登記は認められていないことからもパートナーシップ本体の権利関係   

を明示することは日本国内において、不可能であると考えられる（36）。  

以上、法例上、登記関係上から、不動産等の所有権等は、パートナー   

シップそのものではなく、構成員に帰属するという判断が日本国内にお   

いては、可能と考えられる。  

したがって、資産の種類によっては、（9と同様に、法人税法141条に規   

定する支店等のPEが認定される余地はあると考えられる。  

③ 構成員の関係   
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（ア）パートナーの準拠法   

任意組合において閉経となった代理人PEについて、パートナーが  

日本において、代理人PEとして認定されるかどうか検討する。まず、  

パートナーシップが日本において、活動する場合に代理に関する法律  

関係の準拠法について検討する必要がある。   

第一番目に、本人と代理人（構成員間における関係）との法律関係  

は、基本的に、パートナーシップが、構成員間の任意により成立する  

ことから、パートナーシップ構成員間における関係は、法定代理でな  

く任意代理であるとして検討する必要があると考えられる。任意代理  

の関係である場合、本人と代理人の関係は、代理権の授権行為によっ  

て発生することから、本人と代理人との関係の準拠法は、代理権の授  

権行為法によると考えられる（＝t7）。パートナーシップの準拠法である  

各州法の規定上、構成員間において代理権が授与されているかどうか  

問題となる。   

第二番目に、本人と相手方の関係、つまり、代理人（構成員）のな  

した法律行為の効果が本人（他の構成員）に帰属するか問題となる。  

この代理人の行為の効果が本人にどのような形で帰属するかに関して  

は、どの準拠法を選択するべきかについて問題となる。具体的には、  

授権行為準拠法説（パートナーシップの準拠法）、代理行為地法説と  

いった学説上の対立があり、明確ではない。判例においては、「法例  

7条により授権行為または表示行為の準拠法によるけれども、相手方  

保護のために法例3条2項を類推し、代理行為地法上、本人の責任が  

認められるときには代理行為地法による」との判断（38）も示されてお  

り、学説上、判例上の統一した判断、基準は必ずしも明確ではないが、  

少なくともパートナーシップの準拠法の内容により、構成間の代理権  

の内容が判断される余地が大きいことから、パートナーシップの準拠  

法の内容の検討の必要があると考えられる。  

（イ）パートナーの法的地位   
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パートナーシップの構成員であるパートナーの法的な地位としては  

UPA9条においては「すべてのパートナーは事業の目的においては  

／トトナーシップのagent（代理人）」と規定されている。また、こ  

のパートナーの有する代理人の性格については、“generalagent”（包  

括代理人）（39）とされている。“generalagent”の特徴として、代理権  

の与えられている分野については、第一番目に、本人の事業の全体あ  

るいは重要な部分に関しての代理であること。第二番目に、個々の取  

引については新たに授権を必要としないこと（1q）が挙げられる。この  

ことから考えた場合、パートナーシップの事業に閲しでは、第一番目  

に、パートナーシップに代わり事業に関する契約を締結する権限を付  

与されていること、第二番目に、事業に関しては新たに授権を得るこ  

となく、常習的に締結権限の行使が可能であること の二つの権限を  

パートナーは有すると考えられる。   

したがって、パートナーは法人税法141条、法人税施行令186条にお  

いて規定される二つの要件である（ア）本人に代わって締結権限を有  

すること（イ）常習的に行使することを満たしていることから、代理人  

PEに該当すると考えられる。   

パートナーシップ本体については上記においても検討したが、準拠  

法においては法人格を付与されていない。当然に、日本においても、  

法人とは考えられないことから、パートナーシップの法的性格を検討  

し、各パートナーがだれの代理人であるかを検討していきたい。基本  

的には、パートナーシップの定義としてはUPA6条においては「パ  

ートナーシップとは共同事業により利益を目指す、二人あるいはそれ  

以上の人の“association”（結合、団体）である」とされている。何ら  

かの共同目的のために行動する複数の者の集合体であるとされており、  

パートナーが存在する限り、この集合体は存在するとの考えが基本に  

ある（1け 

パートナーシップの有する財産に関してはコモンロー上、共同所有   
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であるとの考えがあり、UPA24条，25条において個々のパートナー  

シップの財産に関して、パートナー個々に権利があることが明記され  

ている（12）。財産以外の権利である利益分配に関してはUPA18条（a）  

においてパートナーシップの契約によりパートナーに分配されること  

が定められている。費用に関しても、一人のパートナーが全パートナ  

ーが負担するべき費用等を負担することが不公平であるとの考えから、  

18条（b）においては各パートナーの通常の事業活動に伴う費用に関し  

て、パートナーシップが補償を行う必要があることが明記されてい  

る州）。   

上記の内容から検討すると、各パートナ一により行われるパートナ  

ーシップの活動は他のパートナーの利益等に繋がると言え、パートナ  

ーシップの活動等による利益の実質的な帰属者はパートナーシップそ  

のものでなく、各パートナーであると考えられる。   

確かに、各パートナーはUPAにおいてはパートナーシップの代理  

人であってパートナーの代理人とは記されていない。   

しかし、日本国内においては、パートナーシップが法的な主体でな  

いこと。また、パートナーシップの財産関係、利益の帰属関係を検討  

すると実質的に、パートナーシップという法形式を通じて財産、利益  

等が各パートナ一に帰属していることはUPA上明らかである。   

したがって、上記の点から、日本の法人税法上、パートナーは各パ  

ートナーの代理人PEに該当すると考えられる（仙）。  

（日米≡阻税条約における規定）   

日米租税条約において、基本的に、パートナーシップに関する規定  

がないことから、事業形態、資産形態に関して、任意組合と同様に、  

租税条約によって国内法の規定が変更されないと考えられる。また、  

代理人PEに関しても同様に、何らパートナーシップのパートナーの  

関係についての規定がないことから、日本国内における取扱は、租税  

条約により変更されないと考えられる。   
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したがって、パートナーシップのパートナーは各パートナーの代理  

人PEとなると考えられ、資産、事業形態に関する課税関係も国内法  

と同様にPEの認定がされる場合があると考えられる。  

〔注〕  

（4）支店形式以外では、子会社の設立による進出形態も考えられる。本稿においては、   

国際倒産において外国租税債権が問題となる進出形態を検討することから、内国会   

社と基本的には、同様の子会社の倒産手続きに関しては、本稿の検討から除外する。  

（5）IRC875のパートナーシップヘ参加する外国企業が米国で事業活動を行うとみ   

なす規定に関して、「コモンローの概念ではパートナーシップは相互的そして集合   

的な代理人関係である」ことが理由として示されており、パートナーシップの法的   

構造から課税根拠の一つが説明がなされていると考えられる（JOSEPHISENBER   

GH，The‘‘TradeorBusiness”ofForeignTaxpayersintheUnitedStates，TAXES   

－TheTaxMagazine982（1983））。  

（6）小松芳明「逐条研究 日米租税条約」P69，71，89，90（1990）  

（7）さくら総合事務所「匿名組合の法律・会計税務と評価」ア209～（1997）、藍原滋、   

井上康一、梅辻雅春、仲谷栄一郎「国際税務の総合研究」国際商事法務23－5ア523   

（1995）平野嘉秋「パートナシップ法制の法的構造に関する一考察 日米比較中心   

にして」税務大学校論叢23P243（1993） 平野嘉秋「パス・スルー型企業の税務」   

税経通信53－15ア380（1g98）   

例えば、匿名組合に関しては、ゲームソフト制作において利用されている（「神話   

を生む経営」日経ビジネス6－29P29（1998））。  

（8）法人税基本通達14－1－1  

（9）所得税法162粂、法人税法139粂  

（10）日米租税条約において、匿名組合の利益分配に関する規定が特にないことから、   

国内法に従った課税が行われる。   

他の租税条約において、別の規定が設けられていることもあり、各組税条約の検討   

が必要となる。   

例えば、日英租税条約の場合、匿名組合の利益分配については特別な規定は設けら   

れていないが、その他の所得について規定されており、恒久的施設がない場合には   

「一方の締約国の居住者の所得については当該一方の締約国のみ租税を課すること   

ができる。」（23条）と規定されている。匿名組合の利益分配について、英国の外   

資系企業への課税権は日本ではなく、英国が有することになる（参考、さくら総合   

事務所・前掲（7）P223～）。   

日加租税条約の場合、日英租税粂約と同様に匿名組合の利益分配については特別な   

規定は設けられていないが、その他の所得について規定されており、恒久的施設が   
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ない場合には「一方の締約国の居住者の所得については当該一方の締約国のみ租税   

を課することができる。」（20条1項）「1及び2の規定にかかわらず、一方の締   

約国の居住者にかかわらず、一方の締約国の居住者の所得のうち、他方の締約国内   

において生じるものであって前各条に規定がないものに対しては、当該他方の締約   

国において租税を課すことができる。」（20条3項）と規定されている。匿名組合   

の利益分配については、カナダの外資系企業への課税権は、源泉地国である日本に   

もあることが明記されている（参考、小沢進「租税条約における“その他所得条項”   

の適用についてj税務事例30－12ア44（1998））。   

日独租税条約の場合、配当の定義（10粂5項）として「匿名組合員が匿名組合員と   

して取得する所得を含む」と明記されている。他方、8項において「この協定に係   

わらず、匿名組合員が匿名組合員として取得する所得に対しては、当該所得が生じ   

た締約国において、その締約国の法令に従って楓税を課することができる。ただし、   

当該所得の基因となった支払金が支払者の課税所得の決定に当たって控除されるも   

のである場合に限る。」とされており、結論としては日米租税条約と同様に国内法   

により外資系企業に対して課税が行われることになる（参考 小沢進「匿名組合の   

利益分配に関する日独租税条約の規定の適用について」税務事例29－3 P66   

（1997））。  

（11）外資系企業が参加したジョイントベンチャーの例として、米軍基地の工事や関西   

国際空港の護岸工事の事例が紹介されている（参考、守永誠治「国際取引」日税研   

論集22P151，154（1992）、ジョイントベンチャーの形態と分類については、深田   

公利「建設ジョイントベンチャーとは何か－経緯と形態－」金融法務事情1508P27   

（1998））。任意組合の税務について、さくら総合事務所「不動産共同投資事業の実   

務」p12l～（1997）  

国税通則法9粂「共有物、共同事業又は当該事業に属する財産係る国税は、その   

納税者が連帯して納付する義務を負う。」と規定されている。「共同事業」に関し   

ては、「民法上の組合その他法人格を持たず、その各構成員直ちに事業に係る損金   

の法律上の帰属者となる事業をいう」と解されており、9粂は民法上の組合に関す   

る税法上の明文規定である。ただ、共同事業全体を課税物件とする国税は、該当す   

るものがないことから、現行税法上、任意組合の課税に関する規定はないと考えら   

れる（参考 平野嘉秋「パス■スルー型企業の税務」税経通信53－15P384（1998）   

志場善徳郎 荒井勇 山下元利 茂串俊編「国税通則法精解」ア166（1990））。  

（12）藍原滋、井上康一、梅辻雅春、仲谷栄一郎・前掲（7）P524  

平野嘉秋「パートナーシップの法務と税務」門89（1994）  

（13）ジョイントベンチャー契約書の書式として、建設共同体協定書（甲）と建設共同   

体協定書（乙）（昭和37年11月27日建設省発計79号建設事務次官通達）が福永有利   

「建設業におけるジョイントベンチャーと倒産法」判例タイムズ643P33（1987）に   

おいて紹介されている。また、建設業以外の業種の任意組合の利用の例としてTV   
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アニメの共同制作（「TVアニメの制作、TVへの配給、派生するキャラクタ一に   

係る著作権等の管理等」、国際税務17－12P51（1997）参考）が示されている。  

（14）さくら総合事務所・前掲（11）PlOl～において、不動産開発に関する任意組合方式   

のストラクチャーが示されている。不動産を管理等により収益を確保する任意組合   

の場合、業務の内容にもよるが日本国内の不動産の譲渡、賃貸により収益を上げる   

場合、法人税法141条4号、法人税法138条3号「不動産の貸付の対価」、法人税   

施行令187条「不動産の譲渡の対価」が国内源泉所得に該当し、これらに不動産に   

ついては外資系企業は共有という形で持分を有していることから、申告の必要があ   

ると考えられる。  

（15）「わが民法の解釈においても、組合財産の共有は実は「合有」であるとするのが   

今日のいわば通説になっている」（加藤一郎 鈴木緑弥編 注釈民法⑰債権⑧p50   

（1989））と示されている。  

（16）さくら総合事務所・前掲（11）Pl14において業務執行組合員の職務、報酬をあら   

かじめ定めることが約款作成上、留意すべきこととして挙げられている。前掲（13）   

の建設共同体協定書（甲）、建設共同体協定書（乙）（昭和37年11月27日建設省発   

計79号建設事務次官通達）の6条において代表者の名称、権限が定められている。  

（17）加藤一郎 鈴木祓弥編・前掲（15）p83  

（18）加藤一郎 鈴木祓弥編・前掲（15）p81  

（19）加藤一郎 鈴木示泉弥編・前掲（15）p76  

（20）藤岡康弘、磯村保、浦川道太郎、松本恒雄「民法Ⅳ債権各論」p207（1995）  

（21）「組合の代表者が、組合のために、その組合代表者名義で約束手形を振出した場   

合には、同組合員の組合員は、共同振出人として、同手形について合同してその責   

を負うものと解するのが相当である」（最判昭36年7月31日民集15－7P1983）  

（22）仮に、二社により任意組合が結成されたと仮定した場合には、外資系以外の他の   

社が外資系企業の代理人等に該当し、（∋の定めがある場合と同様の結果となる考え   

られる。  

（23）小松芳明・前掲（6）plO2  

（24）大井川和彦「中小企業等投資事業有限責任組合契約」金融法務事情1518P6（1998）   

平野嘉秋・前掲（11）P377  

中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の意義、逐条解説、資料につ   

いては、通商産業省中小企業庁振興課編「投資事業有限責任組合法」（1998）を参照。  

（25）本稿において、扱うパートナーシップとしては、特に注記がない限り、Uni丑）rm   

PartnershipAct（1914）（UPA）をモデルにして成立したものを想定している。   

実際のパートナーシッップは各州法において規定されたパートナーシップ法に準拠   

するが、UPAは今日多くの州において模範されているのでこの規定に沿って検討   

していきたい。また、このUPAの改定版としてUniformPartnershipAct（1994）   

（referredtoasRUPA）が示されたが、現在、7つの州において模範されているの   
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でこの規定も必要があれば検討していきたい（参考JDENNISHYNES，Agency，   

Partnership，andtheLLC P29（1996））。  

（26）日米友好通商航海条約22条3項  

「この条約において「会社」とは、有限責任のものであるかどうかを問わず、ま   

た金銭的利益を目的とするものであるかどうかを問わず、社団法人、組合、会社そ   

の他の団体をいう。いずれかの関係法令に基づいて成立した会社は、当該締約国の   

会社と認められ、且つその法律上の地位を他方の締約国の観域内で認められる。」   

と規定されている。本文においても言及しているが、米国の各州法等に基づいて法   

人格を付与された団体は、36条但し書きより、日本国内においても法人格を付与さ  

れると言える。  

（27）河村博文「外国会社の法規制」P208（1982）  

（28）早田芳郎「外国会社の意義」国際私法の争点（新版）P98（1996）  

（29）山田錬一「国際私法」P198，200（1984）  

早田芳郎・前掲（28）P98において、「わが実定法の解釈としては、設立準拠法   

説が妥当と考える（商法479条、482条参照）」と示されている。また、木棚照一・   

松岡博■渡辺憧之「国際私法概論」PlO8（1993）において、「設立準拠法説は、恒常   

性があり、明確性のある法を法人の従属法とする点で妥当である。」と示されてい  

る。  

（30）早田芳郎・前掲（28）P98  

（31）田中英夫編「英米法辞典」（partnerships）P624（1996）  

partnershipsとは「二人又はそれ以上によって所有され（corporation）法人とし   

て設立されていない事業」として法人とは別の団体であることが定義されている   

（BI」ACKISLAWDICTIONARY Pl120（1990））。  

パートナーシップの関係の本質について、① Association（結合、団体）② 二   

人以上の人が1egalcapacity（法的能力）を有すること ③ 事業を継続すること   

④ 利益を目的とすること ⑤ 事業の共同所有関係であることが示されている。  

また、Association（結合、団体）に関しては、「パートナーシップは、構成員に   

より任意により成立した団体の形式である。パートナーシップは、delectuspersoT   

nae（組合員の選択（の法理））を基礎とする人的関係であり、一定の形式に則り成立   

するものではなく、構成員の意思により確定するものである。しかし、慣習として   

パートナーシップ定款のような書面により、団体の条項について具体化される」と   

されている（JUDSONA．CRANE，HANDBOOKONTHELAWOFPARTERSHIP  

ANI）OTHERUNICRPORATED ASSOCIATIONS SecondEdition－P2226   
（1952））。 これらのことから、パートナーシップの成立、関係については、組合   

員の選択の法理を基礎とすること。法形式上、州法等の規定の形式に則り成立する  

必要がないことことから、形式に則り成立する法人と異なる法的性格を有すると考  

えられる。   
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また、パートナーシップの成立要件とされる二人以上の「人の結合」は、契約を   

必ずしも要件としていない（園生一彦「アメリカのパートナーシップの法律」P22   

（1991））。  

（32）亀田哲「外国法人の登記能力」みんけん（民事研修）460p54（1995）  

（33）会社互認規定に関しては、当該法人が本国において存在しているという事実及び   

その本国において法的地位を有しているという事実を相互に認めることを規定した   

もの との旨が示されている（同上亀田哲P52）。  

日米友好通商条約と外国法人の法人格認許に関して、「日米友好通商条約により、   

米国の会社（パートナーシップを含む。）は我が国の民法第36条で認許される。そ   

の結果、米国パートナーシップのごとく外国租税法において構成員への導管として   

取り扱われる法人格のない企業でも、民法第36条に基づき認許されることにより、   

民法上の外国法人と認められ、本邦租税法上の法人に包含されることになる。」   

（平野嘉秋「パートナーシップに対する我が国における課税の現状と課題（中）」   

税理40－9 P41（1997））と示されているが、そもそも米国内において、いわゆる   

法人格を有しないパートナーシップに関して、日本国内においては、民法第36条で   

法人格が認許される以前の問題である。また、この条約によって、パートナーシッ   

プに対して、日本国内において新たに法人格が付与されたものでもないことから、   

P41の「本邦租税法上の法人に包含される」とする見解には疑問が残る。  

（34）パートナーシップに関する課税関係に関して、税制調査会法人課税小委員会「法   

人課税小委員会報告」P41（平成8年11月）において「外国には法人格を有しない   

パートナーシップや信託が広く存在しており、その態様や本国での課税上の取扱い   

も区々となっている。こうした組織が我が国において事業活動をおこなった場合、   

法人税法上の法人として扱うべきかどうかといった問題がある。今後の我が国経済   

の国際化の進展にかんがみれば、こうした問題について、検討を深めていく必要が   

あると考えられる。」と示されている。  

パートナーシップの課税関係について、任意組合に類似するとの見解が示されて   

いる（須田徹「米国のパートナーシップ一事業形態と日米の課税問題」P234（1994））。   

また、小沢進「外国法事務弁護士等の課税関係」税務事例22－6 ア49（1990）におい   

て、現行上の計算例を紹介。  

（35）外国法律事務所について、海外拠点を含めて弁護士1500人を抱える事務所や、東   

京、ニューヨーク、モスクワ、フランクルト等に拠点を有する弁護士事務所も存在   

する「英国で巨大法律事務所が台頭する」日経ビジネス4－21ア127（これらの事務   

所が法人であるかどうか紹介されず）。  

（36）「英米法上のパートナーシップは法人格がなく、したがって、不動産登記上の登   

記能力もないのだから、不動産登記の場面で登記名義人として登場することはない   

ということ。強いて登記するとすれば、いわゆる法人格のない社団と同じく構成員   

全員の名義か代表者の個人の名義で登記することになる。」との旨の説明がなされ   
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ている（亀田哲・前掲（32）p54）。  

（37）山田鎖－‥前掲（29）p242  

木棚照一・松岡博・渡辺憧之一前掲（29）P125  

高桑昭「表見代理」国際私法の争点（新版）P95（1996）  

（38）木棚照一・松岡博・渡辺憧之・前掲（29）P125，126  

神戸地判昭34年9月2日下民集10巻9号P1894、山田線一・前掲（29）P243にお  

いて、「代理行為の効力の準拠法によることは相手方の保護に考慮することになる  

が、国際私法上の利益考慮としては、代理行為地法によることが一層取引の安全に  

資することになると思われる。」「一律に代理地行為の適用を認めることは、形式  

的、観念的にすぎるきらいがある。」として代理の外部関係についてほ、原則とし  

七授権行為の準拠法によるが、相手方の保護のため、法例3条2項を類推し、代理  

行為地法において本人が相手方に責任を負うべきものとされている場合には代理行  

為地法によるとする考え方が示されている。  

（39）JDENNISHYNES，SupranOte（25）．at159 園生一彦・前掲（31）P172 また、  

代理とパートナーの関係については「パートナーはグループの他のメンバーに対し  

てはgeneralagent（包括代理人）である」と示されている（RESTATEMENTOF  

THELAWSECONDAGENCYvoll14AAgentandPal・じner62（1957））。  

（40）JDENNISHYNES，SuPranOte（24），at21（1996）  

田中英夫編・前掲（31）P375のgeneralagentにおいては「特定の事業や特定の  

雇用契約に閲し、継続的な代理権を有する者。必ずしも裁量権が広いとは限らない。  

代理権が与えられている分野の取引に通常伴う行為については、実際には代理権が   

与えられていなくとも、相手方がそのことを知らないかぎり、generalagentの行   

為は本人に対しても効力をもつ点などで“specialagent”（特定代理人）とは異な  

る。」と説明されている。  

generalagentの定義としては「generalagentとは継続業務を含む一連の取引  

をなす権限を有する代理人」とされている。また、generalagentはspecialagent  

と比較して、特徴としては、継続業務を行うこと、新たに権限を得ることなく事業  

の組織の主要な部分を担う者とされていること、また、代理人の権限あるいはそれ   

以上の効果が本人に帰属することが示されている。generalagentは強い権限を有し  

ていると考えられる（RESTATEMENTOFT工IELAWSECONDAGENCYvol13  

～ GneralAgent；SpecialAgent15（1957）。  

米国の判例上、パートナーシップにおけるパートナー同士の関係について「パー  

トナーは本人と代理人の両者である。パートナー自身本人であり、そして他のパー   

トナーにとっては代理人である」との内容が表現がされている（Morganv．Farre1  

20A．614（1890）HOTCHKISSv．DIVITA130．A．668（1925）Al1TimeM短．Co．  

V．VanSt・eenburgh182A，2d16）。  

（41）JDENNISHYNES，SuPranOte（24），at150   
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（42）JDENNISffYNES，SupranOte（24），at153  

閲生一彦・前掲（31）P123  

また、パートナーシップの財産に関するパートナーの権利について、「パートナ   

ーにはコモンロー上tenantsincommon（共有財産権）が広く認めれるが、それぞ   

れの権利について、権利の実行に関しては、パートナシップの事業目的のために財   

産が利用されるとした他のパートナーとの合意により制限される。このパートナー   

の権利については、パートナーシップの共有制度の付随条項としてUPAにおいて容   

認された。」（JUDSONA．CRANE，SuPranOte（31），at197）とされており、一定の   

共同所有関係にあると考えられる．  

（43）JDENNISHYNES，SuPranOte（25），at57  

（44）確かに、各パートナーは契約締結時、パートナーシップの名前で行うことから、   

通常の代理関係のようにパートナーに契約の義務を負わせるものではないとの反論   

もあるかもしれないが、①各パートナーはパートナーの地位で契約していること、   

②たとえ、契約の名前がパートナーでなくても最終的な義務（契約上の金銭負担   

等）は、各パートナーが負うこと を考えれば各パートナーが各パートナーの代理   

と言うことはできる。例えば、OECDCOMMITTEEONFISCALAFFAIRS，MO   

DELTAXCONVENTIONONINCOMEANDONCAPITAL，SEPTEMBER   

1996CONDENSEDVERSION，P74において、代理人PEに関して、文字通り、   

代理人が企業（本人）の名前で契約することにのみに制限するものではなく、例え   

ば、代理人が企業の名前を実際に出さないときおいても契約が企業に義務を負わす   

場合に適用することが説明されている。契約形態と共に代理人と本人との実質的関   

係も検討する必要があると考えられる。   
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Ⅲ．進出形態の破産等の態様について   

Ⅱにおいて進出形態別に外資系企業に対する課税について検討したが、これ  

らの外資系企業が例えば、本国における破産等により日本から撤退する場合、  

外国の破産等に関連する問題が日本国内において、どのような点で生じるかを  

検討していきたい。特に、外資系企業の撤退、破産等に関連する課税上、徴収  

上の問題について検討していきたい。  

1．支店等、国内の営業所における破産  

（1）破産法規等における規定と問題について  

外資系企業が日本国内において支店等の営業所を有する場合、日本にお   

いて破産等の手続きが進行するかどうか検討する必要がある。  

大前提として、破産法3条は、属地主義を規定しており、日本における   

破産手続きの進行と外国における破産手続き等は無関係である。日本にお   

ける外資系企業の破産等の手続きは、日本の破産法の規定により独自に判   

断されることになる。破産法105条において、破産債務者である外資系企業   

が外国に主たる営業所を有している場合、日本における主たる営業所の所   

在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属するものと規定されている。外資   

系企業の日本国内における支店等に関しては破産手続きが進行することが   

破産法上、予定されていると言える。但し、外国法人に関して、外国法人   

の本国における破産に関する法において、日本法人等が破産宣告等につい   

て外国法人と同一の地位を有する場合のみ、日本において破産宣告を受け   

ることが出来るといった相互保証の有無に関する検討規定（破産法2条）（d5）   

があり、この相互保証を満たす必要がある。また、破産原因である支払い   

不能に関しては単に日本における支店等の営業所の支払い能力が問題とな   

るのではなく、基本的に外国法人全体に関する支払い能力が問題となると  

されている㈹）。   
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したがって、一定の条件は必要であるが、日本国内における外国法人の   

支店等に関しては日本国内において独自に破産手続きが進行する可能性が   

あると考えられる。  

（2）法人税法等における規定と問題について  

（D 事業年度終了に関する問題  

日本において破産手続きが開始した場合、外資系企業等の支店の事業  

年度終了の時期に関しては、他の内国法人と同様に日本の破産法に従い、   

外資系企業の支店等においても管財人の任命等が進むことから、日本の   

破産宣告時において当然に事業年度が終了することになると考えられる。   

但し、多くの場合、例えば、USライン事件のように本国における破産   

手続きと並行して行われることから、本国の破産手続き（日本において  

は破産であるが、本国においては更生の場合も考えられる）が進行して  

いる場合、事業年度の終了時期の認定時期に関して問題が生じる余地も   

ある。このような場合には、本国の破産手続き等の開始によって事実上、  

日本における営業活動が休止していると見られる状況が存すれば、早期  

に課税金額を明確にする点、徴収対象財産の確保の点から、課税関係に   

関しては、本国の破産手続き時に事業年度終了とみなすことが、妥当で  

はないかと考えられる（47）。  

（診 申告・納税義務に関する問題  

破産宣告により法人の事業年度が終了することから、法人税法74条に   

より宣告の日からニカ月以内に確定申告書の提出が必要となる。破産宣   

告を受けた法人に関して、終了事業年度の申告、納税義務に関する明確   

な規定は法人税法上ないため、申告、納税義務者が従前の取締役である  

のか、あるいは管財人であるのか争いがある（4B）。  

破産宣告により、帳簿等の財務関係資料が管財人の管理に移管する点、   

破産宣告により代表取締役は会社財産に対する管理処分権を失っている   

点、また、源泉税、欠損金の還付の必要性の点から破産管財人に申告義   

務があるとの考えが示されている（19）。判例上、終了事業年度に関して   
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直接、申告義務がだれであるかは示されていないが、破産法の規定に基  

づいて管財人により資産が処分され配当に充当されるといった手続き上  

の流れから破産管財人に申告義務があると考えるのが妥当であろう。   

問題としては、外資系企業の支店、営業所等における破産の場合、本  

国の管財人、いわゆる外国管財人の位置づけに関して検討が必要となる。   

日本国内において別途、破産手続きが進行している場合には、内国法  

人の破産と同様に、日本の破産法の規定にしたがい、国内の外国支店等  

については、管財人が選任されることから、問題が少ないと考えられる。   

本国の外国管財人が日本において、支店等、国内の営業所等を管理す  

る場合に、外国管財人に内国の管財人と同様に申告義務があると言える  

のどうか問題となる。破産法において、外国管財人の内国における権限  

に関する規定はなく、むしろ破産3条において属地主義が示されている  

ことから、外国管財人に関しては内国において権限を有しないとの考え  

方も示されていた刷）。   

しかし、日本における財産に関して、外国管財人に一定の管理処分権  

を認めた東京高裁決定（51）は「破産法の右の規定は、外国において宣告  

された破産はわが国にある財産については当然にはその効力（包括的執  

行力）が及ばないことを宣言したにとどまり、それ以上に、外国におい  

て破産の宣告がなされたことや、それに伴い破産管財人が選任されたこ  

とを無視したり、その宣告の結果、当該外国において、その国に従い、  

破産管財人が破産者の有する財産の管理処分権を取得するなどの効果が  

発生することを否定したりすることまで要求するものではないことは明  

らかである。」として外国の管財人（この事案ではスイスの管財人）に  

ついて内国において財産の管理処分権が認められることがあると示した。  

この東京高裁の決定は、その後の判例、学説上支持を受けている（52）。   

破産法上、3条により属地主義が規定されているが、右判例や、学説  

上の見解を考慮した場合、外国管財人の破産宣告地の破産規定に依る財  

産処分権は、一定の範囲で日本国内においても認められると言える。   
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したがって、税務上の申告、納税義務に関して、内国法人の破産管財   

人と同様に、外国管財人にあると解することは可能であると考えられる。  

（診 在日賓産への滞納処分の可否について  

日本の破産法上、破産宣告後の新たに滞納処分をすることが許されな  

いことが判例上示されている（53）。それでは、日本の破産手続きが進行  

していない場合で、本国の破産法規に従い、外国管財人が在日の財産に   

関して管理処分をなす場合においても新たに滞納処分ができないと言え  

るかどうか問題となると考えられる。例えば、本国の破産法規定により  

一定の期間回収が禁止されている場合（例えば、米国連邦破産法362条の  

自動的停止規定が存する場合）、本国の破産規定に従い、日本の税務当  

局が新たに滞納処分を行うことを必ず中止する必要があるか問題となる。  

上記の②において示したように外国管財人の内国での財産処分権は一   

定の範囲では認められている。しかし、②の判例上の文言から、外国破   

産そのものの日本における効果（判例上は包括的執行力と表現）は認め  

られていないことは明らかであり、東京高裁の決定においては、日本に   

おける債権者の執行行為の適法性を問題としているものではない（5イ）。  

したがって、現行の破産法上、原則的として、3条の属地主義により   

外国の破産宣告等の効力が包括的に日本国内に及ばないことから、本国  

の破産法規に従い在日資産に対する徴収活動（滞納処分）を中止する必  

要はないと考えられる。  

（3）その他の問題について   

（特別清算に関して）  

商法431条において監督庁の通告により特別清算が開始されることが規   

定されている。例えば外国銀行であるBCCI銀行の場合、当時の監督   

官庁である大蔵省の要請を受けて、特別清算が開始された（糊。このよ  

うな場合には本国の手続きが開始するかどうかにかかわらず特別清算が   

開始されることから、内国法人等の特別清算と同様に税務上、扱うこと  

になると考えられる。また、特別清算前において破産等の手続きが外国   
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で開始された場合には、その開始された時点において事実上、日本国内  

における営業活動が休止することから課税関係の確定に関しては、原則  

的には外国において破産手続き等が開始された時点において、事業年度  

が終了したとみなすことは可能であると考えられる。  

2．匿名組合における破産（56）  

（l）破産法規等における規定と問題について   

（一）匿名組合員の破産  

商法540条3号において組合員の破産が匿名組合契約の終了事由とされ  

ている。匿名組合契約は営業者に組合員が出資する形で、複数の組合員  

が営業者に出資しているとしても契約関係は別個であり、他の組合員の  

破産が直接、他の匿名組合員の契約の存続に影響しない。  

したがって、外資系企業が匿名組合員であり、その外資系企業が破産  

等した場合には、その匿名契約のみが終了し、出資金等の清算が行われ  

ることになる。   

（二）営業者の破産  

商法540条3号において営業者の破産が匿名組合契約の終了事由とされ  

ている。営業者の財産の管理処分権は破産により破産管財人に専属する  

こととなる。  

（2）法人税法等における規定と問題について   

（一）匿名組合員の破産  

（D 事業年度終了に関する問題  

支店、営業所における破産における場合と同様に、破産宣告により  

組合員の事業年度が終了し、法人税について申告の必要がある。法人  

税申告における益金損金等の計算に関して、特に匿名組合契約による  

収益の計算については法人税基本通達14－1－3において規定され、  

（ア）匿名組合契約に基づいて営業者から分配される利益は又は損失  

に関しては組合員の益金、損金となること （イ）帰属の時期に閲し   
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ては、現実に利益の分配を受けているか否かに係わらず、営業者の計  

算期間の末日に組合員に帰属すること が示されている。また、匿名  

組合契約においては営業者が商人であることから、商法33条により当  

然に、毎年一回一定の時期に決算を行うことが前提とされており、任  

意組合におけるような時期的な特例は設けられていない。   

これらの取扱から検討すると（ア）に関して、匿名組合契約による  

組合員への損益分配は課税上適法な計算と考えられる。このような匿  

名組合契約において、例えば、「破産組合員への利益分配は行わな  

い」といった内容の特約が存する場合においても、匿名組合の契約の  

特約に従い、破産した匿名組合員が収益の損益を計算することについ  

ては課税上適法な計算であると考えられる。但し、（イ）に関しては、  

前記したように「現実に利益の分配を受けているか否かに係わらず」  

との文言が存するため、組合員が破産等した場合においても破産宣告  

前に匿名組合員が分配されるべき利益については匿名組合の営業者の  

計算期間の末日の属する匿名組合員の事業年度の益金の額に算入する  

必要があるかどうか収益計算の範囲を明確にする必要があると考えら  

れる。   

第一に、破産宣告前の計算上において、たとえ、破産組合員に利益  

が帰属するとされても、組合員の破産宣告により、収益が組合員に現  

実的に帰属しないことが確定することは匿名組合契約上、明確である  

点。また、第二に（イ）の文言の後半においても、収益の計算範囲に  

入る対象としては「組合員に帰属すること」と示されていることから、  

組合員の破産に関する特約が匿名組合契約に存する場合、破産宣告に  

より事業年度が終了し、法人税申告等の必要とされる法人等は、これ  

ら匿名組合の収益を法人税の収益等に組み入れる必要はないと考えら  

れる。但し、破産宣告前において収益として申告された匿名組合の利  

益に関しては、法人税法上、減額更正の手続きがあることから、税務  

当局が当然に再計算するものではなく、還付等に関しては減額更正の   
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手続き等があるまで必要がないと考えられる。  

（∋ 出資金の返還について  

匿名組合契約を解除した場合、匿名組合員に対して出資金の返還が   

されることが商法541条において規定されている（57）。出資金の返還の   

性格について法人税法22条2項に規定する資産の販売、資産の譲渡等   

に該当しないことから、収益とは認識することができず、資本等取引   

に該当すると考えられ、課税されないものと考えられる。但し、契約   

終了時における計算の結果、返還された金額と出資した金額において   

差額が生じた場合、この差額については通常の法人税法上、益金とし   

て課税されることになる。  

（∋ 申告・納税義務者に関する問題   

1．（2）②と同様に匿名組合員の外国管財人は、日本において税務   

上、申告、納税義務者としての地位を認めることはできると考えられ   

る。   

④在日資産への滞納処分の可否にづいて   

1．（2）③と同様に匿名組合員の財産に対しては外国での破産宣告   

等の効力に関わらず、新たに滞納処分を行うことができると考えられ   

ることから、返還される匿名組合員の出資金に対して滞納処分を新た   

に行うことは許されると考えられる。  

（二） 営業者の破産  

（》 事業年度終了に関する問題  

営業者の破産者宣告により組合員の事業年度は当然には終了しない。  

しかし、日本において支店等のPEがない外資系企業が、匿名組合   

員の数が9人以下といった組合に出資している場合には例外であると   

考えられる。匿名組合が終了したことにより、日本国内における事業   

活動が終了したと考えられることから、事業年度が終了したと考えら   

れる。  

法人税に関して申告書の提出が営業者の破産者宣告により必要とな   
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ると考えられる（56）。  

（∋ 出資金の返還について   

組合員の払戻請求権は一般破産債権となり、破産手続きにおいて返   

還の手続きが進められる。出資金の性質について匿名組合員の被産と   

同様の性質であるから、破産手続きにおいて返還された金額と出資し   

た金額において仮に差額が生じた場合は、法人税法上の益金として課   

税されることもあると考えられる（59）。  

3．任意組合における破産（60）  

（1）破産法規等における規定と問題について   

（－）任意組合自体の破産の可否に関して  

まず任意組合自体に破産能力があるか、問題となる。任意組合は自  

然人でもなく、また法人でもないため、破産の申立の可否等について  

は明確に示されていない。任意組合の実例を見た場合、例えば、建設  

工事等におけるジョイントベンチャーは単に企業体の集合体であり、  

法人ではないが、（ア）資産、負債等の収支計算については組合（建  

設現場等ごと）において独立して行われていること。（イ）ジョイン  

トベンチャーの目■的が明確であり、法人と同様に代表者（業務執行組  

合員）がジョイントベンチャーの目的に沿って業務を行うことから実  

質上、法人と同様の態様を有する団体とも言える。学説においては、  

任意組合そのものに破産能力があるかどうか議論があり（61）、不明確  

な点もある。 学説の多数説としては、任意組合そのものに破産能力  

を認めていない（G2）。また、訴訟能力に関しては、任意組合について  

認められているが（63〉、破産能力そのものに関しては、判例上も明確  

に示されいないため、任意組合自体については、破産能力がないとい  

う前提で以下、考えていきたい。   

（二）任意組合員の破産（鋸〉  

任意組合員が破産した場合には、民法679条よりその組合員は当然に   
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組合から脱退することになる。脱退した組合員は脱退時から組合員の  

地位を失うことから組合財産についての持分権を失うことになる。組  

合と脱退した組合員の間において財産の清算の必要が生じる。  

（2）法人税法等における規定と問題について   

（一）任意組合員の破産   

（9 事業年度終了に関する問題  

破産した組合員について、破産宣告時点において課税年度が終了す  

る（－；5）。破産宣告前に生じた任意組合の収益については、他の事業所  

得等の有無等の計算の結果、納税の必要が生じる場合がある。任意組  

合の契約においては、破産した組合具について一定の特約が設けられ  

ている場合（腑 があり、そのような樽約に関して税務上、有効かどう  

か検討する必要がある。  

任意組合の収益に関しては法律によって明確に規定されていないが、  

組合員が法人である場合には、法人税基本通達14－1－1（任意組合  

から利益を受ける利益等の帰属の時期）において損益の時期、損益の  

対象に関する取扱が示されている。  

この通達の特徴としては（ア）組合活動の結果として生じた利益は  

又は損失に関しては組合契約により、組合員の益金、損金となること  

（イ）帰属の時期に関しては組合員が組合の収益計算に基づき収益  

に関しては現実に授受を行っていると否かにかかわらず、原則、組合  

員の事業年度に合わせて計算する（但し、組合が毎年一回以上一定の  

時期に組合事業の計算にしない場合には、組合員の各事業年度の期間  

に対応する組合事業の損益を計算して当該組合員の事業年度の益金の  

額、損金の額に算入する）ことが定められている。  

この取扱から検討すると、破産宣告時には収益の分配を行わない等  

の一定の特約がある場合、（ア）に関しては、破産した組合員の収益  

について仮に任意組合契約において設けられている一定の特約に従い、  

破産した組合員が収益の損益を計算することについては課税上適法な   
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計算であると考えられる。また、（イ）に関しては、破産した組合員  

の収益について匿名組合員の破産において検討したのと同様の理由か  

ら申告の計算上、任意組合からの収益に関しては帰属しないことが確  

定していることから、破産宣告前において、帰属すると見られた収益  

に関して、法人税等の計算に含める必要はないと考えられる。   

② 組合持分の返還について  

民法681粂において脱退組合員の持分の払い戻しに関して規定されて  

いるが多くの場合、持分（いわゆる出資金）に関しては破産した組合  

員に対してもー定の場合、返遼が組合契約上、規定されている場合が  

ある（67） 。この持分それ自体の返還に関して法人税22・条2項に規定す  

る資産の販売、資産の譲渡等に該当しないことから、収益とは認識す  

ることができず、資本等取引に該当すると考えられ、法人税が課され  

ることはないと考えられる。ただ、組合脱退における計算の結果、返  

還された金額と出資した金額において差額が生じた場合、この差額に  

ついては通常の法人税法上、益金として算入されることになる。返還  

される組合持分によっては、脱退した組合員について課税所得が発生  

する可能性がある。   

（∋ 申告・納税義務者に関する問題  

1．（2）②と同様に任意組合員の外国管財人については日本におい  

て税務上、申告、納税義務者としての地位を認めることはできると考  

えられる。   

④ 在日資産への滞納処分の可否について  

1．（2）③と同様に匿名組合員の財産に対しては外国での破産宣告  

等の効力に関わらず、新たに滞納処分を行うことができると考えられ  

ることから、返還される匿名組合員の出資金に対して滞納処分を新た  

に行うことは許されると考えられる（68）。  

（3）その他（二人組合の場合の特有の問題）   

組合が二人により構成されている場合、外資系企業以外の他の者（内国、   
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外国企業等問わず）が破産等した場合に、破産していない外資系企業の申  

告、納付について問題が生じる。   

民法679条3号により、構成員が破産した時には当然に任意組合から脱退  

することになる。その構成員が脱退した時には、二人以上の者が出資して  

共同事業を行うといった組合の本質的要素が欠けることから、任意組合は  

解散となるく…。組合の解散により、事業活動は終了することから、残余  

財産等の分配、収支計算の手続きが必要となる。事業形態により損益の結  

果は様々であるが、国内に支店等のPEを有しない外賓系企業が一方の組  

合員である場合、他の構成員が破産宣告を受け脱退した時点において、実  

質的に、日本における事業活動が終了すると考えられる。   

国内源泉所得の範囲に関しては、組合の事業形態あるいは組合の業務執  

行者から認定されるPE等によるが、外資系企業の日本における事業年度  

は、法人税法14条の趣旨から構成貞が破産宣告を受けた時点において終了  

すると考えられ、この時点までの収益に関して組合員の破産と同様に組合  

員である外資系企業は、法人税について申告の必要があると考えられる。  

4．中小企業等投資事業有限責任組合における破産  

（1）破産法規等における規定と問題について   

（－）中小企業等投資事業有限責任組合自体の破産の可否に関して  

中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律については、民法  

の組合契約の特則との位置づけがなされている（78）。中小企業等投資事  

業有限責任組合は、民法上の任意組合の性格を有していると考えられる。  

任意組合の場合においても検討したが、現在の判例、学説から任意組  

合自体には破産能力が認められていないこと。また、この有限責任組合  

に関する法律においても組合の破産能力に関する規定はないことから、  

中小企業等投資事業有限責任組合自体には任意組合と同様に、破産能力  

は認めらないと考えられる。   

（二）組合員の破産に関して   
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組合員の破産に関して、12条（非任意脱退）において組合員が破産し   

た場合には組合員の組合からの脱退が明記されている。破産した組合員   

と組合の関係については、民法規定が準用されている（16条）。組合員   

の損益分配に関する規定（674条）、脱退組合員の持分の払戻に関する   

規定（681条）が準用されていることから任意組合における検討内容と  

同様に、（D破産した組合員の利益分配関しては契約内容により決定され   

ること（但し、10条においては一般的な分配規定の制限有り）② 持  

ち分払い戻しが認められていること が言えると考えられる。  

（三）無限責任組合員の破産に関して  

無限責任組合員の破産と組合の終了に関しては13条（組合の解散事   

由）の二号「無限責任組合員又は有限組合員の全員の脱退」において規   

定されている。12条において組合員の破産事由は組合からの脱退事由で  

あることから、無限責任組合員全長の破産が組合契約の終了となると考  

えられている。無限責任組合員の人数にもよるが無限責任組合員が一人   

であった場合には当然に組合の終了となる。但し、12条の但し書きにお  

いては無限組合員の破産が生じた日から二週間以内であって解散の登記   

する日までに、残存する組合員の→致によって組合の継続の可能性が規   

定されている。これらの規定は、二人任意組合の一人の組合員の破産が  

自動的に組合の解散をもたらす点と比較して若干異なる点であると考え  

られる。  

（2）法人税法等における規定と問題について  

（－）組合員の破産に関して   

（∋ 事業年度終了に関する問題  

この中小企業等投資事業有限責任組合契約は、民法の組合契約の特  

則であり、破産組合員と組合の関係は民法規定が準用されていること  

から、組合員の破産と事業年度の終了、申告の対象となる収益の計算、  

申告時期等に関しては任意組合と同様の処理になると考えられる。   

（診 組合持分の返還について   
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（》と同様の理由により、持分に関する課税の問題は任意組合と同様  

の処理になると考えられる。   

③申告・納税義務者に関する問題  

1＼（2）②と同様に組合員の外国管財人については日本において税  

務上、申告、納税義務者としての地位を認めることはできると考えら  

れる。   

④在日資産への滞納処分の可否について  

1．（2）③と同様に組合員の財産に対しては外国での破産宣告等の  

効力に関わらず、新たに滞納処分を行うことができると考えられるこ  

とから、返還される組合員の出資金に対して滞納処分を新たに行うこ  

とは許されると考えられる。  

（二）無限責任組合員の破産に関して  

無限責任組合員が全員破産した場合、あるいは無限組合員が一人であ   

った場合においては、他の組合員の事業年度の終了と申告時期、あるい   

は持分の払戻の課税の問題に関しては任意組合における構成員が二人で   

あるときの破産の場合と同様の処理になると考えられる。  

5．パートナーシップにおける破産（丁り  

（1）破産法規等における規定と問題について   

（一）パートナーシップ自体の破産について（72）  

米国連邦破産法上、パートナーシップ自体の法的地位に関しては109条  

において規定されている。109条においては合衆国内に居住し、住所又  

は営業の本拠地を持ち、または合衆国内に財産を有する“person”（者）  

が債務者となることが規定されている。“perSOn”の定義としては、101  

条（41）においで‘individual”（個人）、“PartnerShip”（組合）、“COrPOrat－   

ion”（会社）を含むことが規定されており、パートナーシップが、債務者  

適格を有することが規定上、明確にされている（73）。  

パートナーシップの破産申立に関しては、債務者が申立る自発的手続   
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き（301条）が、また、債権者等が申立る非自発的手続き（303条）が規定さ   

れており、その中において幾つかパートナーシップ自体の破産に関する   

特則が設けられている。  

301条の自発的手続きにおいて、特則はなく、債務者適格を有する者は   

申立書を裁判所に提出することができると規定されている。パートナー   

シップは109条、101条から債務者適格を有することから裁判所に対し   

て申立ができる。ただ、パートナーシップの自発的申立に関して、破産   

規則1004（a）において、すべてのジェネラルパートナーが申立に同意し   

た時には一人あるいはそれ以上のジェネラルパートナーにより申立がな   

されることが規定されている（7d）。  

303条仲）（1）、（2）の非自発的手続きにおいて、一定の債権者に関して   

債務者に対して破産の申し申立ができることが一般的に規定されている。   

この規定の要件を満たす場合、債権者に関してはパートナーシップに対   

して破産の申立ができると言える（75）。また、パートナーシップの破産   

に関しては、303条の非自発的手続きにおいては幾つか特則が設けられ   

ており、個人あるいは会社の非自発的手続きと異なる規定が存在する。   

この特則は303条（b）（3）において、ジェネラルパートナーの全員より   

少ないジェネラルパートナーまたは、ジェネラルパートナーの全員に関   

して破産法による救済命令（申立）がなされているときには、一人のジ   

ェネラルパートナー、一人のジェネラルパートナーの管財人またはパー   

トナーシップに対する一人の債権者が申立をできると規定されている。   

303条仲）（1）あるいは（2）に定める債権者以外の者についても、パートナ   

ーシップ自体に対して破産の申立ができる場合があると言える。  

上記のことから、一定の条件を満たす場合に債権者、ジェネラルパー   

トナー、ジェネラルパートナーの管財人等は破産の申立をすることがで   

きることから、パートナーシップ自体に破産の可能性があると言える。  

（二）パートナーシップのパートナーの破産について  

パートナーシップのパートナーが米国連邦被産法に規定された自発的   
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申立または、非自発的申立がされた場合には、上記の303条に規定される  

自発的申立の場合は自動的に、また同じ条文の非自発的申立の場合は一  

定の手続きを得た上で救済命令を受けることになる。このような場合に、  

パートナーである外資系企業について、米国における破産手続きが進行  

する。  

（2）法人税法等における規定と問題について  

（－）パートナーシップ自体の破産について   

（》 事業年度終了に関する問題  

パートナーシップ自体の破産（救済命令）により、パートナーシッ  

プ自体の活動が制限されることは、日本におけるパートナーの事業活  

動等が事実上、制限を受け、休止することを意味する。  

パートナーの事業活動は1，支店等 において検討したのと同様の  

理由により、救済命令を受けた時点において終了すると考えられる。  

パートナーシップ自体について、日本においては法人格を有しないこ  

とからパートナーシップ自体の申告は外国法人のように法人税におい  

て、規定されていない。上記においても検討したが、パートナーシッ  

プの法的性格から各パートナ一に日本において申告の必要があること  

から、全パートナーは、パートナーシップ自体の破産時において、日  

本における事業活動が終了し、申告書の提出が必要となる。申告所得  

の範囲については、パートナーシップの損益分配の構造、パートナー  

の法的性質が基本的には任意組合あるいは任意組合員と類似している  

ことからも、各パートナーの課税関係は3．の任意組合において検討  

した内容と同様になると考えられる。   

（ヨ パートナーシップにおける持分の返還について  

基本的にはパートナーシップの本拠地が米国等の外国であることか  

ら、持分の返還については国内源泉所得に該当せずこの返還の課税関  

係については日本において検討する必要はないと考えられる。   

（》 在日資産への滞納処分の可否について   
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1．②③と同様に、日本にあるパートナーシップ自体の財産とみな  

されるものに対しては、外国での破産宣告等の効力に関わらず、新た  

に滞納処分を行うことができると考えられる。  

（二）パートナーの破産について   

① 事業年度終了に関する問題  

上記で検討した任意組合員、匿名組合員の破産におけるのと同様に、  

日本における事業活動が終了すると考えられる。  

したがって、法人税について申告書の提出がパートナーの破産宣告  

により必要となると考えられる。ただ、他のパートナーヘの影響を検  

討する必要がある。UPA31条において、パートナーシップの“dissol－   

ution”（解散）の原因として、パートナーの誰かの破産と規定されてお  

り、この場合においては、匿名組合の営業者の破産と同様に他のパー   

トナーの日本における事業活動が終了し、法人税に関しての申告書の  

提出がパートナーの破産者宣告により必要となると考えられる（78）。   

② パートナーシップにおける持分の返還について  

（2）（一）②と同様にこの返還の課税関係については日本において  

検討する必要はないと考えられる。  

（∋ 申告・納税義務者に関する問題  

1．（2）②と同様に組合員の外国管財人については日本において税  

務上、申告、納税義務者としての地位を認めることはできると考えら  

れる。  

6．まとめ   

以上のように各進出形態における破産等の態様を検討したが、国際倒産と   

日本の租税債権が直接関連する事項としては、下記の※1のように、多種の   

状況が存在することが示された。  

また、必ずしも、国際倒産に関する事案ではないが、下記の※2のように   

外資系企業の撤退の可能性も幾つか示された。   
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このように、外資系企業の撤退と日本の租税債権との関連する問題が生じ   

る可能性があることから、Ⅳにおいて、国際倒産における外国租税債権徴収   

に関する法的問題を中心に検討していきたい。  

※1 国際倒産と日本の租税債権が問題となる場合  

進出形態   破産の態様   課税上の問題   

1．支店、営業所  本国における破産  ・事業年度の終了  

・法人税等申告の必要   

2．9人以下の匿名  組合員の本国におけ  ・事業年度の終了   

組合への出資  る破産   ・法人税等申告の必要  

・返還出資金の課税の  

有無の検討   

3．任意組合   組合員の本国におけ  ・事業年度の終了   

への出資   る破産   ・法人税等申告の必要  

・返還出資金の課税の  

有無の検討   

4．中小企業等投資  組合員の本国におけ  ・事業年度の終了   

事業有限責任組合  る破産   ・法人税等申告の必要  

・返還出資金の課税の  

有無の検討   

5．パートナーシッ  パートナーの本国に  ・事業年度の終了   

ブ（パートナー）  おける破産   ・法人税等申告の必要  
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※2 外資系企業の撤退の場合  

進出形態   破産の態様   課税上の問題   

2，匿名組合   営業者の破産   ※1の2．と同様   

3．2人任意組合  他の組合員の破産  ※1の3．と同様   

4．中小企業等投資  無限責任組合員の破  ※1の4．と同様   

事業有限責任組合  産   

5．パートナーシッ  他のパートナーの   

プ（パートナー）  破産  

※1の5．と同様  

パートナーシップ  

自体の破産   

〔注〕  

（45）「其ノ本国法二依り日本人力同一ノ地位ヲ有スルトキ」（相互保証）に関しては、   

学説上、三つの考え方がある。一つは、本国法下において日本人が何らかの不利な   

差別を受けていないと解する説（形式的相互主義・本国法平等説））。もう一つは   

本国法に下において日本人が日本法の下におけると同一の待遇を受けることになっ   

ていることであると解する説（実質的相互主義・内外法同一説）。この説はさらに   

二つに分けられ、本国法において日本法と異なる取扱いをするときは当該外国人を   

日本においてそのように取り扱うべきであるとする説（完全相互主義）と本国法の   

取扱いが日本法と同等であるか有利である場合に限り日本法を適用し、不利であれ   

ば日本法を全く適用しないとする説（有利相互主義）とが考えられる。  

実質的相互主義よりは、形式的相互主義が支配的になっており、実務もこの見解   

によって処理しているようである．（中野貞一郎・道下徹編「基本コンメンタール破   

産法」P23福永有利「外国人・外国法人の地位」（1989））。  

（46）坂井秀行「国際取引と債権回収実務の基礎知識USライン倒産事件をめぐって（そ   

の1）国際的並行倒産手続の実務」債権管理26Ⅰ）50～相互保証、破産原因に関し   

て参考。  

（47）外資系企業の支店等の事業年度の終了に関しては特に通達等において明確にされ   

ていない。日本国内における破産宣告日あるいは、外国における破産手続きの開始   
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日なのかどうかは明確にされていない（米国の連邦破産法であれば、301粂により自   

発的申立において申立自体が救済命令であることから、自動的に破産手続きが開始   

される、破産法における一定の効果（例えば、自動停止の効果）が生じる。また、   

303条により、非自発自勺申立においては裁判所において救済命令が必要であるが、   

申立により一定の効果（例えば、自動的停止の効果）は生じる）。  

法人税基本通達1－2－5においては、人格なき社団等の事業年度の終了に関し   

て規定されている。この中で、例えば人格なき社団に関しては自然消滅的に事業を   

廃止し、財産も分配して事実上終了してしまう例もあり、課税関係について問題が   

残るとの説明がなされている。人格のない社団等については、その有する財産を全   

部分配した日に解散し、残余財産の確定があったものとするとされている。  

本稿において検討の対象にしている外資系企業の本拠地が米国であることから、  

日本の営業所を含めた事業の内容が米国において決定されていることを大前提とし   

て検討していく。本拠地である米国において、破産の申立等があった場合、米国連   

邦破産法は、米国内外に基本的には破産手続きの開始の効力が及ぶいわゆる普及主   

義を原則としていることから、日本における営業所等の営業活動にも影響があると   

考えられる。確かに、日本の破産法は3条において属地主義が規定されており、米   

国破産法の効果が直接、日本国内に及ばないことが示されているが、事実上、日本   

の営業所の営業活動が制限されること（停止すること）、課税関係の確定、徴収財   

産の確保の点を考慮した場合は、米国に本拠地がある企業に関しては、米国連邦破   

産法上の申立があった日を法人税法上の事業年度の終了日と原則として解するべき  

ではないかと考えられる。  

（48）高木新二郎編「破産・和議の基礎知識」P122（1996）三宅省三 永石一郎「倒産   

処理の法律と税務」P35（1988）  

（49）同上 高木新二郎編P124 永石一郎「破産管財人と税務」『現代法律実務の諸   

問題（上）平成5年』P499（1993）  

（50）辰野守彦「破産②」 元木伸 細川清編『裁判実務体系第10巻 渉外訴訟法』   

P172（1989）  

（51）東京高裁決定昭和56年1月30日 判例時報994宮p53（1984）  

（52）この未京高裁決定について、伊藤眞「外国破産管財人の日本における権限行使」   

新倒産判例百選P248（1990）竹下守夫「属地主義と外国破産管財人のわが国におけ   

る権限」判例タイムズ472P274（1982）高桑昭「外国破産宣告の効力と破産管財人   

の当事者適格」ジュリスト768P288（1982）石黒一意 渉外判例研究第271回 ジ   

ュリスト748P125（1981）  

また、東京高裁決定以後、外国管財人の処分権限等を認めた判例としては、例え   

ば、ノルウェー法人の管財人に関する判決（束京地判平3年9月26日（判時1422号   

P128（1992））がある。  

（53）「破産宣告後は、破産財団に属する財産に対し、財団債権である国税債権をもっ   
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て新たに国税徴収法の例による差押えをすることができない。」（最判昭45年7月   

16日民集24－7P880）  

（54）辰野守彦・前掲（50）p173 伊藤眞・前掲（52）p249  

判例上、外国における破産宣告の効力いわゆる包括的執行力に関しては、否定さ   

れている（大阪地判昭58年9月30日 判例タイムズ516P139（1984）、三宅省三「訴   

訟当事者の外国における破産と当事者適格の消長」新倒産判例百選P250（1990））  

（55）石黒一意 貝瀬幸雄 佐藤鉄男 弥永真生 真船秀郎 土橋哲朗「国際金融倒   

産」トラスト60研究叢書P131（1995）  

（56）例えば、匿名組合契約の営業者の倒産事例としては、破産手続きの事例ではない   

が、1993年7月1日に会社更生法の適用を申し立てた株式会社「にっかつ」がある。  

平成5年有価証券報告書総覧において、「「落陽」の損益については、当社が営   

業者として組織した匿名組合による投資方式で計上している。」（P15）、「匿名組   

合出資取引は映画「「落陽」の投資組合に対する出資金であり、他の出資者と同一   

条件である。」（子会社の出資P70）との記載があり、株式会社「にっかつ」が営業   

者として匿名組合を組織したことが示されている。  

（57）さくら総合事務所・前掲（7）p70の匿名組合契約例の解除に関して（10粂）、   

「営業者は、本契約が終了した場合には、速やかに本組合員に出資の価格を返還し   

なければならない」「前項の出資の返還にあたっては、契約終了時の貸借対照表上   

の出資金額から本組合員に帰属すべき損失を控除した金額に、対象航空機を適正な   

方法により評価した評価損益を分配割合に応じて配分した金額を加減して計算する   

ものものとする」とされており、返還される出資金額については一定の加減算がな  

されている。  

（58）仮に、営業者が匿名組合においては収益をあげ、他方、他の事業において、債務   

超過であった場合に匿名組合員においては分配される利益が生じることも考えられ  

る。  

（59）匿名組合の出資金返還請求権は、株式会社の株式と同様に匿名組合に対する一般   

債権に劣後して配当されるため（58）の場合と異なる。  

仮に、営業者が匿名組合契約のために設立された子会社である場合、営業者が破   

産宣告を受けたような財務状態では、益金の出る金額が組合員に返還される可能性   

は殆どないと考えられる（さくら総合事務所・前掲（7）P195）。  

（60）例えば、二社により結成された建設共同企業体（ジョイントベンチャー）のうち一   

社が破産宣告を受けた事例がある（野口恵三「建設共同企業体の債務につきその構   

成員は各自連帯責任を負うか」NBL653P54（1998））。  

（61）例えば、伊藤眞「破産法」（新版）p44（1996）において、「純粋の組合であって   

も、組合固有の財産及び組合債務の存在は、前提とされており、その資産・負債を   

公平に分配する必要がある。民法悶5粂以下で組合の清算手続きが起草されている   

ことは、民法起草者も、清算に関するかぎり組合は法人に準じると考えていたこと   
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を示す。」とされている。他方、加藤哲夫「破産法」P21（1993）において、「通説   

に従い、民法上の組合には破産能力はないと解する。」とされており、学説上、民   

法上の組合の破産能力については否定的見解が強いと考えられる。  

（62）福永有利・前掲（13）p41  

（63）「代表者のある定めがある民法上の組合は、訴訟当事者能力を有する。」（最判   

昭37年12月18日 民集16－12P2422）  

（64）福永有利・前掲（13）p38  

（65）例えば、株式会社について商法404条により破産は解散事由とされていることから、   

法人税法14条1号により破産宣告がなされた時点で事業年度が終了し、確定申告の   

必要がある。  

（66）福永有利・前掲（13）p49の建設共同企業体協定書の16条（工事途中における構   

成員の脱退に対する処置）において「決算の結果利益が生じた場合においては、脱   

退構成員には利益分配しない」と規定されている。また、17条（工事途中における   

構成員の破産又は解散に対する処置）においては16条を準用するものとされ、破産   

した構成員には利益は分配されないと考えられる。  

（67）福永有利・前掲（13）p49の建設共同企業体協定書の16条（工事途中における構   

成員の脱退に対する処置）4において「脱退した構成員の出資金の返還は、決算の   

際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員   

の出資金から構成員が脱退しなかった場合に免租するべき金額を控除した金額を返   

還するものとする。」とされている。  

（68）任意組合員の持分に対する滞納処分（差押）に関して、浅田久治郎、牧野正満、   

深谷和夫、西澤博、荒川雄二郎、矢ケ崎一好「租税徴収実務講座一般徴収手続   

2」P147以下（1986）  

（69）栗田哲夫「建設業における共同企業体の構成員の倒産」判例タイムズ543Ⅰ〉25   

（1985）、福永有利■前掲（13）p39  

（70）大井川和彦・前掲（24）p6  

（71）例えば、パートナーシップ形式で米国15の都市とイングランドのロンドンに事務   

所を有する法律事務所の破産の例がある即0mi＄W．MaceyFrankR．Kennedy，ParT   

tnershipBankruPtCyandReorganization：ProposalsforReform，50TheBusiness  

Lawyer882（1995））。  

（72）米国連邦破産法の条文の日本語訳に関して、高木新二郎「アメリカ連邦破産法」   

P479以下の連邦破産法及び関連法規の邦訳を参考  

（73）LAWERENCEP・KING．COLLIERONBANKRUPTCY（15th）（1998）参考101   

条に関しては101－127～101－128109条に関しては109－7～109－9  

（74）自発的申立の申立書であるForml“TYPEOFDEBTOR”においてはPartnership   

と記載されている（BankruptcyCode－RulesandFormsP852（1997））。  

（75）LAWERENCEP．KING，SupranOte（73）303－47   
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303条仲）（1）においては3人以上の債権者と1万ドル以上の債権額、匝）（2）におい   

ては債権者の数が12人以下の場合は、その有する債権額の合計額が1万ドル以上で   

ある1人以上の債権者 と規定されている。  

（76）RUPA は、WAが規定しているパートナーがパートナーシップから死亡、破産   

等により離れる場合は自動的にパートナーシップが解散するとの事項を排除してい．   

る。パートナーの一人が破産した場合においてもパートナーシップ自体は維持され   

るPonaldJWeidnerandJohonW・Larson“TheRevisedUniformPartnership   

Act；TheReportersOvel・view”P8TheBusinesslawyerVo149November1993）   
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Ⅳ．外国破産手続きにおける  
外国租税債権の取扱について   

Ⅱにおいて、外資系企業への課税の問題が進出形態を問わず発生する場合の  

あること、また、Ⅲにおいて、外資系企業が本国で破産等した場合、支店、匿  

名組合への出資等の進出形態の如何に問わず、外資系企業の日本国内における  

法人税等の申告等の必要が常に生じることは明らかになった。   

また、これら外資系企業が破産しない場合においても例えば、匿名組合にお  

ける営業者の破産等、他者の破産等により日本における事業が終了し、日本か  

ら撤退することがありうる。これらの場合も、外資系企業自身の破産の場合と  

同じく、外資系企業に関して法人税等の申告等の必要が生じることが明らかに  

なった。   

税務行政全体において、課税に関する検討も勿論、必要であるが、課税面の  

検討のみでは不十分であり、最終的に、国庫に租税が確実に納付されるといっ  

た徴収の段階にまで考慮する必要がある。徴収段階にまで考慮した場合に、撤  

退するすべての外資系企業あるいは外国管財人が日本において、租税を確実に  

納付するかどうかは疑問が残る。特に、本国において破産した外資系企業の状  

況が個々に異なるため、一概には言えないが、本国である米国等においても他  

の債権者が存在すること、また通常、破産企業の財務状況は良好ではないこと  

を考慮した場合に、破産した外資系企業が滞納する可能性を視野に入れる必要  

があると考えられる。撤退する外資系企業が今後、この日本において事業活動  

を予定しない場合に、租税を自主的に納付するかどうかは疑問が残る。   

上記の点を考慮すると外資系企業に関して滞納が生じる場合を想定し、滞納  

された内国租税債権の回収についての検討が必要となる考えられる。これらの  

滞納租税の徴収方法に関して、破産した外資系企業、他者の破産等により撤退  

する外資系企業の両方の状況において問題となる、① 本国（本稿においては  

米国）における外国租税債権判決の執行の可能性と② 租税条約上の徴収共助   
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の利用の可能性 について検討する必要がある。   

また、破産した外資系企業に関しては、外資系企業の破産手続きに外国租税  

債権の参加が可能であるかどうかの検討が必要となると考えられる。以下、こ  

れらの三点に関して検討してきたい。  

1．米国における外国租税債権判決の執行に関して   

日本の税務当局が滞納租税債権を徴収のため、米国内において差押等の公  

権力の行使を行うことができないと考えられる。その理由としては、相手国  

（米国）の同意、例えば条約等の締結や権限ある当局の共助が無いかぎりは、   

国家の主権侵害の点から、相手国内において公権力の行使を行うことはでき   

ないことは明白であるからである（77）。以下、この点を大前提にして考えて   

きたい。  

日本国内において、滞納租税に充当する財産が無い等の場合、外資系企業   

等の滞納者あるいは、外国管財人を被告として民事手続きにより、確定判決   

を得た場合、この判決が米国内において承認、執行されるかどうか問題とな   

る。   

具体的には、（∋ 外資系企業に対する租税債権給付訴訟（了8）（診 外国に存  

在する第三債務者に対する差押債権取立訴訟（79） ③ 外国管財人に対する損   

害賠償請求訴訟（BO）が考えられる。  

これらの訴訟において、日本の税務当局が確定判決を得ることが出来た場   

合、米国においてこれらの確定判決が承認、執行されるかどうか問題となる。   

外国判決の承認、執行の手続きは連邦法でなく、各州法において規定され   

ていることから、州法における外国租税債権に関する承認執行に関する規定   

の検討が必要となる。  

（1）州法に外国租税債権に関する判決の執行が規定されている場合  

例えば、ニューヨーク州（NY．EV，STAT．5301）等（別）において、外国租   

税債権に関する判決の執行が明確に拒否されていることから、これらの州   

において日本の租税債権に関する判決の執行は行われないと考えられる。   
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したがって、これらの州において、資産等を有する外資系企業から滞納   

租税を徴収することは不可能であると考えられる。  

（2）州法に外国租税債権に関する判決の執行が規定されていない場合  

①のように外国租税債権に関する判決の執行に関する規定が州法上、明   

確でない場合、日本の民事手続きにおいて得ることのできた確定判決が米   

国において執行されるかどうかが問題となる。米国の外国判決執行の要件   

に合致するかどうかの問題となる。  

（一）t」ステイトメント（氾）における外国判決の承認、執行について  

米国において執行される外国判決の類型としては「金銭の一定の額を  

支払を認め若しくは否認するもの、人の身分を形成し若しくは確認する  

もの又は財産に対する権利、利益を確定するもの」（g3）が挙げられてい  

る。また、「他国の裁判所によって言い渡された租税、罰金又は科料の  

徴収に関わる判決の承認し、もしくは執行するように強制されない」（別）  

という制約が設けられている。  

（二）統一外国金銭判決承認法における規定（縞）  

1条において、米国において執行される外国判決の類型としては「外  

国判決とは一定金額の給付を命じ又は否認する外国判決をいう。但し、  

税金、罰金その他科料の判決、又は夫婦若しくは家族関扶養判決は除  

く。」とされている。  

（三）外国租税債権の執行の判例（443F，S11pp410（1977），597．F2dl161   

（1979））  

この事件においては、カナダで滞納した米国市民が米国へ帰国。カナ  

ダのブリッティシュ州当局は、この米国市民の納付していない租税債権  

に関する確定判決と同様の効果を得た。この後、米国においてカナダの  

租税の執行を求めた事件である。判決の中で裁判所は（i）他国の租税  

徴収に協力しないのが確立したコモンロー上のルールである（ii）カナ  

ダにおいては相互主義が認められない（この事件の前に米国の租税債権  

の執行をカナダにおいては棄却）（iii）国際的な脱税といった問題は   
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立法あるいは行政の問題である として外国租税債権の執行を拒否した  

判例があり、この判例の変更は現在のところ行われていない。   

上記の（一）から（三）の通り、米国内において州法上、外国租税債  

権に関する判決の執行が規定されていない場合であっても、外国租税債  

権に関する判決が積極的に執行されないと考えられる。したがって、外  

国租税債権に関する判決の執行といった方法を通じた滞納租税の徴収は  

不可能であると考えられる。  

2．日米租税条約27条（徴収共助規定の利用）について（86）  

日米租税条約27条においては一定の場合、相手国の租税債権について相手   

国の要請により、原則として徴収することが明記されている。しかし、この   

徴収共助規定の対象範囲として27条1項においては「条約の利益をうける資   

格がないものが条約の利益を受ける場合」との限定が付されている。したが   

って、単に日本で事業活動を行い、租税を滞納している外資系企業には適用   

することは通常、困難であると言える。この規定は、一般的な外資系企業等   

の滞納には対応できないことから、実効性は、あまりないと考えられる。  

3．米国破産手続きにおける外国租税債権の扱いについて   

米国破産手続きにおいて、外国租税債権の扱いを検討する上で、二つの段   

階から検討していきたい。まず、第一に外国租税債権が破産手続きにおいて   

債権として届け出をすることができるかという点である。第二に、仮に債権   

として届出が可能である場合、外国租税債権が認容されるか、また認容され   

る場合における優先性が付与されるかどうかの問題ついてである。まず、破   

産手続きにおいて届出が可能かどうか検討していきたい。次に、外国租税債   

権の認容、優先性に関して検討していきたい。  

（1）債権届出の可否について  

債権者に関しては米国連邦破産法の101条⑩において基本的には債務者に   

対して“claim”（債権）を有する、“entity”（者）と定義されている。   
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まず、外国政府が米国連邦破産法に規定される“entity”に該当するか  

どうか検討する必要がある。“entity”に関しては、101条⑮において  

“entity”とは、“Per＄On”（人）、“eState”（財団）、“truSte”（信託）、   

govermentalunit”（政府機関）および“unitedStatestrustee”（連邦  

財務官）と規定されている。“gOVernmentalunit”について、米国連邦  

破産法の101条（27）の文言から，米国連邦政府のみならず外国政府が含ま  

れていることが定義されている。また、米国連邦破産法の106条“Waiver  

ofsovereignimmunity”（主権免責の放棄）O））において、政府機関の  

債権届出と主権免責との関係が示されており、この規定からも連邦破産法  

上、外国政府を含めた政府検閲が債権届出をすることを想定されていると  

考えられる。具体的な債権届出に関する規則の一つである破産規則3002条  

（債権届出時期について）において、”governmentalunit”に特別な手  

続きが定められている。この規則に関して、1996年の改定の際“tlle  

UnitedStates，aState，OrSubdivisionthereof”から“governmental  

unit”に変更された経緯がある（拓7〉ことから、外国政府等が米国の破産手  

続きから完全に除外されるものではないく8日）と考えられる。   

また、“Claim”に関して、米国連邦破産法の101条（5）において、単に  

“righttopayment”（支払いを受ける権利）と規定されているだけであ  

り、債権の性質に言及していないことから、債権が租税債権というのみを  

理由として101条（5）に定義される債権から除外されることはないと考えら  

れる。   

したがって、米国連邦破産法において、外国政府等の有する債権の届出  

を認めるこ とに関して、明示されていないが、米国連邦破産法上の定義尊  

から、外国政府による債権届出は排除されていないと考えられる。また、  

債権の性質が仮に租税債権であったとしても、届出債権の性質については  

米国連邦破産法上の債権の定義において規定されていないことから、外国  

政府が米国の破産手続きにおいて、滞納租税債権を債権としてを届けるこ  

とは、必ずしも排除されるものではないと考えられる（g幻。   
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（2）債権の認容について   

米国連邦破産法上、届出債権が配当の対象となるためには債権が“alト   

owance”（認容）される必要がある。502条O））において、認容されない場   

合について列挙されている（90）。この中で“suchclaimisunenforceable   

agalnStthedebtorandpropertyofthedebtor，underanyagreementor   

applicablelaw‥・”とされており、法令により債務者の財産に対し   

て執行できない債権については認容されないと規定されている。   

この規定にいう“applicablelaw”とは米国連邦破産法上、特に定義は   

なく、米国連邦破産法以外の法（例えば州の会社法）により執行される性   

質か否かが決定される（川。“aPPlicablelaw”に関しては、当然、連邦   

法のみならず執行に関する州法が考慮されると考えられることから、外国   

租税債権の執行について、明確に州法上の規定がされている場合には、そ   

の規定内容について考慮する必要がある。例えば、ニューヨーク州法   

等（D2）においては明確に外国租税債権の執行を禁止していることから、仮   

に、破産裁判所の管轄する州法において外国租税債権の執行が禁止されて   

いる場合には、外国租税債権の執行を禁止する規定を“applicablelaw   

として考慮することは当然であると考えられる。また、破産裁判所の管轄   

する州法において、明確に外国租税債権の執行が禁止されていないとして   

も、コモンロー上の明確な原則として外国租税債権判決の執行を認めてい   

ないとの判断も出されている（川。破産裁判所が「外国歳入法を考慮しな   

い」といったコモンローの原則を“applicablelaw”として考慮する可能   

性は十分にあると考えられる。   

502条仲）、州法の規定、外国租税債権の執行の禁止に関するコモンロー   

の原則から考えた場合には、外国租税債権が米国の破産手続きにおいて、   

債権として認容されることはないと考えられる。  

したがって、仮に日本国政府が米国の破産手続きにおいて租税債権を届   

出たとしても、日本国の有する租税債権が米国の破産手続きにおいて、債   

権として認容されることはなく、日本国政府が米国の破産手続き上、配当   
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を受けることは出来ないと考えられる（州。  

（3）304条（Casesancillarytoforeignproceeding（外国手続きに対する   

補助手続き）の利用の可能性について  

304条において、外国の倒産手続きに対して、外国の管財人等の申立に基   

づき、破産裁判所において補助手続きが開始されることが規定されている。   

この補助手続きの内容としては例えば、外国手続きにかかる財産に対する   

訴訟等の差止命令（（b）項1号A）や外国管財人に対する引渡命令（（b）項   

2号）が定められている。実際に、清算手続きにおいて日本の清算人も在   

米資産確保のために304条の申立をしており用5） 、米国破産手続きに日本の   

管財人が関与する手段の一つと考えられる。  

この事続きの利用についての検討は、間接的に租税債権徴収の可能性に   

関する検討であると考えられる。  

具体的には、管財人が外国において、資産等の引渡を受け、日本国内に   

おいて破産手続きにしたがい、配当等を行う場合、日本の税務当局が財団   

債権として滞納した租税について満足を受けることが可能かどうかの検討   

である。  

304条を管財人等が利用できるかどうかということは間接的に徴収をでき   

るかどうかということを意味しており、直接的な徴収方法である破産債権   

の認容が米国連邦破産法上、困難である税務当局にとっては滞納租税を徴   

収する上で、必要な検討であると考えられる。  

304条に言う“foreignproceeding”については101（23）において定義さ   

れており、この定義に合致する外国手続きが対して304条の共助が開始さ   

れる。“foreignproceeding”の範囲は次の点を有する手続きに限定され   

ている。   

① 行政、司法上を問わず一定の“proceeding”（手続き）の性格を有  

すること。  

② 清算、再建等を目的とする性格を有すること。  

③ 債務者の“domeicie”（本居地（佃）“residence”（居所地（97））   
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principalplaceofbusiness”（業務の主たる場所）“principalassets   

werelocated”（主たる資産の所在地）のいずれかのある外国で手続き   

が開始された場合   

以上の三つの要件を充足する手続きが“fbreignproceeding”として定  

義され、304条の共助の対象となる（9月）。   

単に日本国内において、日本の破産手続きが開始されただけでは不十分  

であり、日本国内において、債務者が本居地、居所地、主たる営業拠点、  

主たる資産のいずれかを有する必要がある。本稿において考察の対象とし  

ている外資系企業は、日本国以外に本拠地を有する団体等であることから、  

これらの団体等は日本において主要な業務拠点を有しないことからたとえ、  

日本国内において、日本の被産手続きを遂行できた（g8）としても、日本の  

管財人等は304条に規定されている補助手続きを求め、米国内の資産を日本  

へ移転することはできないと考えられる（㈹。   

したがって、税務当局は本稿において、考察の対象としている外資系企  

業の破産等の場合、日本国内の管財人等が304条の補助手続き申立により、  

一定の範囲の資産を日本国内に引渡を受けることが出来ないことから、滞  

納国税に関しての徴収は期待出来ないと考えられる。   

以上のように、直接的な手段つまり、日本の税務当局が米国の破産手続  

きに債権を届出、配当を受けることによる滞納国税の徴収を実現すること、  

間接的な手段つまり、日本の管財人が外国から日本国内に財産を引渡を受  

けるのを待ち受けることにより、日本の税務当局が滞納租税の徴収を実現  

することは、現行の米国連邦破産法上、不可能であると考えられる。   

以上の通り、1．の外国租税債権判決の執行、3．の米国破産手続きへ  

の参加の方法を通じて、米国の外資系企業から滞納租税を徴収することは  

不可能であると考えられる。また、滞納租税を徴収できる唯一の規定であ  

る日米租税条約27条の対象の範囲は非常に限定されていることから、米国  

の外資系企業から滞納租税を徴収することは、一般的に困難であると考え  

られる。   
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したがって、外資系企業の撤退、倒産等に伴い生じる滞納国税を日本の  

税務当局が、外国における手続に則り徴収することのできる方法は皆無で  

あると考えられる。  

〔注〕  

（77）国税徴収法の適用範囲に関して、「この法律による強制徴収手段である滞納処分   

は、この絵律の施行地域が本邦に限定されているため、本邦内にある財産の限度で   

行われる。外国にある財産から徴収するには、その外国との租税条約による徴収共   

助等の措置によらなければならないj とされている（書囲二郎 荒井勇 志場喜徳   

郎共編「国税徴収法精解」Ⅰ）91（1996））。  

国税徴収法基本通達47粂関係（差押えの対象となる財産）6（財産の所在）におい   

て「差押えの対象となる財産は、法施行地域内にあるものでなければならない。な   

お、財産の所在については、相続税法10条（財産の所在）に定めるところに準ずる   

ものとする。」と規定され、自力執行の範囲が日本国内に限定されている（渡来安   

夫編「平成7年改訂版 国税徴収法基本通達逐条解説」P333（1995））。  

（78）租税債権の給付訴訟に関しては、内国法人の事例において、「租税債権には自力   

執行力が付与されているから、原告は、租税債権の存在が確定されている限りその   

目的を達しうるものであり、裁判上請求するについても給付の訴による必要はなく、   

債権確認の訴えによるのが適切である。」（岡山地判昭和41年5月19日行集17巻5   

号P553 判例評釈 官谷俊 「差押えの対象となるべき財産を所持しない場合の時   

効中断」シュトイエル60P17（1967））との理由で容認されていない。しかし、こ   

の判例においては、差押対象財産が存在しないことや、租税債権の時効中断する方   

法としては民法所定の方法によることから、民事訴訟を提起する利益を税務当局が   

有するとされており、民事訴訟を税務当局が租税徴収のために提起できる場合があ   

ると示されている。また、東：京地裁においては、「公法の債務が民事訴訟に親しま   

ないのではなく、国税徴収法上、自力執行が付与されていることから、原則として   

訴えの利益が否定されるが、特別の必要がある場合には民事訴訟を提起することを   

妨げられない」との旨も示されている（昭和39年3月26日 判例時報372号P8   

（1964）判例評釈  

福永政彦「保証債務の消滅時期」別冊ジュリスト租税判例百選（第二版）P146   

（1983））。  

上記の判例の理由付けから、差押等、国税徴収法に規定されている自力執行力を   

税務当局が行使できない場合には、民事訴訟を提起する利益が認められると考えら   

れる。本稿において問題とする、外資系企業が日本において滞納し、かつ日本国内   

に例えば、不動産等の財産を有しない場合を検討する。  

このよう場合、① 日本国内に財産が存在せず、差押等の自力執行力が事実上、   
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行使できないこと ② 国税徴収法の施行範囲が日本国内に限定されており、当該   

外国法人が日本国外に財産を有していたとしても税務当局は滞納処分等の自力執行   

を行うことができないこと ③ 国際法上の点から、外国における公権力の行使は   

主権侵害となることから、外国に所在する財産に対する自力執行は国際法上、禁止   

されていること の三点から事実上、法律上、自力執行力が行使できない特別の理   

由が存在すると考えられる。  

したがって、滞納した外国法人に対して租税債権給付請求訴訟を提起する利益が   

税務当局に認められると考えられる。  

（79）差押債権取立訴訟は、国税債権者である国が、滞納者の第三債務者に対する債権   

を滞納処分により差押えた上で、その取立権に基づき第三債務者から右債権を取り   

立てるために提起する民事訴訟である（法務省訟務局租税訟務課職員編「徴収訴訟   

の理論と実務」P29（1996））。訴訟の前段階である債権の差押えの効力は、国税徴収   

法62条より第三債務者に送達された時に生じる。  

外国にいる者に対する送達に関しては、国交断絶、国際郵便に関する条約がない   

こと、戦乱等の地域に関しては、国税通則法14条により、「困難な事情」があると   

認められ、公示送達ができるが、そのような「困難な事情」が存在しない場合には、   

郵便により送達するべきであると示されており（志場善徳郎荒井勇 山下元利 茂   

串俊共編・前掲（11）P196）、外国にいる第三債務者に対する税務上の送達は可能で   

あると考えられる。  

したがって、税務当局が差押債権取立訴訟を行うことがは可能であると考えられ   

る。  

（80）注意義務を怠ったものとして管財人の損害賠償義務が認められた事例（名古屋高   

裁判昭40年9月27日（訟務月報11巻P1714（1965））  

（81）外国租税債権に関する判決の執行に関して、後述の（85）の統一外国金銭判決承   

認法の内容を30の州等が採用している（UNIFORMLAWSANNOTAEDVolume13   

P80（1998））。   

例えば、アラスカ（ASO9．30．170）、キャルフォニア（Cal．C．C．P．1713．1．）、コロ   

ラド（C．RS．A13－62－102）、コネティカット（C．G．S．A50a－31）、コロンビア特別   

地区（D．C．Code198115－381）、ジョージア（0．C．G．A9－12－111）、ハワイ（HRS   

658C－2）、アイダホ（Ⅰ．C．10－1401）、イリノイ（S．H．A735ILCS5／12－618）、アイオ   

ワ（Ⅰ．C．A．626B．1）、メリランド（Code，CourtsandJudicialProceeding，10－701）、   

マサチューセッツ（M．G．LA．c．23523A）、ミシガン（M．C．L．A691．1151）、ミネ   

ソウタ（M．S．A548．35．）、モンタナ（MCA25－9－602）、ニュー・ジャージ （N．J．S．   

A．2A：49A－17）、オハイオ（RC．2329．90）、オクラハマ（120kl．St．Ann．710）、オ   

レゴン（ORS24．200）、ペンシルヴェイニア（42P．S．22002）、テクサス（Ⅴ．T．C．   

A．，Civi1PracticeandRemediesCode36．001）、ヴァージン諸島（5VI．C．562）、   

ヴァジニア（Code19508．01－465．7）、ワシントン（RCWA6．40．010）がある。   
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（82）リスティトメントの位置付けに関しては、「膨大な数のアメリカの判例を整理し、   

これを条文の形で書きあらわし、さらに注釈（Comment）と例（Illustration）を付し   

た便利な書物」と説明されている。また、「リスティトメントは、条文の形になっ   

ているが、それ自身法律ではないことはもとより、立法化を予定して作られている   

ものではない。それは、AmericanLawInstituteという組織のもとに、学者と実務   

家が共同して作りあげたものであり、基本的には、学者の著述と同じ性格のもので   

ある。」と説明されている（田中英夫「RESTATEMENT（SECOND）の編纂」ア  

メリカ法1967－1P74）。  

したがって、リスティトメントと州法等の実定法と比較した場合、法涙としては、   

州法等の実定法が高次であると考えられる。  

（83）THEAMERICANLAWINSTITUTE，481RecognitionandEnforcementoffor－   

elgnJudgements．RESTATEMENTOFTHELAWTHEFOREIGNRELATI－   

ONSLAWOFTHEUNITEI）STATESVolumelP594（1986），アメリカ対外関   

係法リスティトメント研究会「アメリカ対外関係法第三リスティトメント（14）」国   

際外交雑誌91－1P92（1992）  

（84）THEAMERICANLAWINSTITUTE．483・Recognitionanden丑）rCementOfTax   

andPenalJudgements，RESTATEMENTOFTHELAWTHEFOREIGNRELA－   

TIONSLAWOFTHEUNITEDSTATES VolumelP611（1986），アメリカ対   

外関係法リスティトメント研究会「アメリカ対外関係法第三t」ステイトメント（15）」   

国際外交雑誌91－2 P37（1992）  

（85）松岡博「アメリカ統一外国金銭判決承認法」阪大法学145，146P215（1988）統一   

外国金銭判決承認法とは、アメリカ合衆国の統一州法コミッショナーの全国会議お   

よびアメリカ法曹協会によって1962年によって採択されたものであると説明されて  

いる。  

（86）小松芳明・前掲（6）P241～ なお、米国において、徴収共助の手続きを扱う部署   

が、DepartmentofTreasuryDepartmentOrderNo・150－96，1982－1CB511によ   

り“ForeignOperationsDistrict”であることが示されている（MICHAELI・SAIJT－   

ZMAN，IRSPRACTICEANI）PROCEDURE1986CUMULATIVESUPPLEME－   

NTNO．1，1．02［21［C］（1986））。  

（87）LAWERENCEP．KING，SupranOte（73）Vo193002－13～3002－14．Bankruptcy  

Code，RulesandFormsP659CommitteeNoteto1996Amendments（1997ed）  

（88）LAWERENCEP．K［NG．supranote（73）Vo12101－90～101－92  

（89）外国政府に関しては間接的であるが、債権者の定義に含まれるとの見解が、John   

D．Honsberger．ConflictofLawsandBankruptcyRe鮫）rmActof1978，30Case   

WesternReserveLawReview642（1980）において示されている。  

また、「外国、その機関、その政府が、連邦破産法の手続に内国債権者と平等に   

参加できることは条文上明確である」との見解が 竹内康二「国際倒産法の構築と   
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展望」P94（1994）においても示されている。  

（90）高木新二郎・前掲（72）P194  

（91）IJAWERENCEP．IqNG，SuPranOte（73）Vo14502－27  

例えばInreMaxcy，Bkrtcy．I）．Mass．1985，45B．R，268．において、破産裁判所   

は個人債務者（13章）に対して届けられたある債権についてマサチュセッツ州法上、   

設立中の会社に対する債権であり、個人債務者に対しては執行できない債権と判断   

され、この債権については認容できないことが示された。  

（92）各州法については、（81）を参考  

（93）HerMajestytheQueeninl・ightofProvinceofBritishColumbiav．Gilbertson，   

433F．Supp．410（1977），597F．2dl161（1979）  

（94）届出を連邦破産法上の規定内容から認められるが、判例上、外国租税債権は認容   

されないとの考えが、TheAmericanLawInstitute．“TRANSNATIONALINSO－   

LVENCYPROJECTINTERNATIONALSTATEMENT OFUNITED STATES   

BANKRUPTCYLAW”pl12～114（1996）において示されている。  

日本においても、「米国裁半り所が、かかる我が国の租税債権を認めるか、否かは   

別として、国は債権者として手続に参加するために、当該≡阻税債権につき、届出す   

べきである、と考えられる。」（封馬修「国税徴収法施行外における滞納処分の執   

行について一主としてアメリカ合衆国を対象として一」税務大学校論叢29P67   

（1997））と示されている。  

この論文において、②の承認との関係で差押債権取立請求判決に関して「わが国   

裁判所での取立請求判決について、その承認・執行が認められる可能性が少ないと   

断定することはできない。なぜなら、かような請求判決に閲し、アメリカ合衆国が   

実定上において、承認・執行が明確に否定していないし、これまでこのようなケー   

スも存在しないからである。」と示されているが以下の三点から疑問が残る。（》   

州法において、例えば、ミズーリ州法（MO．REVSTAT．143．871）においては「当   

州の裁判所は、外国政府あるいは下部機関により課される租税の回収あるいは執行   

に関するあらゆる訴訟の審理をおこなわない」と規定されており、日本の税務当局   

の差押債権取立請求判決が認容されるかどうか  

② 現在までのところ、米国において外国租税判決を認容しない判例が変更され   

ていない点（診 米国の事案ではないが、カナダの米国租税判決の執行に関する事   

案に関して、カナダの裁判所は、米国の判決は民事上の和解と形式であるが、背景   

を考慮すると、租税徴収のためであり、カナダでは直接、間接的にも執行されない   

との判断が下された点（UnitedStatesv．Harden63－2USTC（1963））である。  

以上の点から、形式が異なることのみを理由に、外国租税債権が認容されるとす   

る見解は、根拠が欠くものと考えられる。  

また、Ⅳ3．（2）の結論である、届出を認めるが、破産手続き上、債権として認容   

しないとの分析は整合性を欠くとの指摘も考えられるが、日本の破産法において米   
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国租税債権が参加した場合を検討した場合に、同様の分析になると考えられる。   

日本の破産法においては債権としては特に外国租税債権に関する規定はない。破  

産債権に関しては15条において、また財団債権に関しては47条において規定されて  

いる。財団債権に関しては47粂1号から9号まで例示されており、この中に外国租  

税債権に関しては明言己されていないことから通常の外国租税債権に関しては財団債  

権に該当しないと言える（但し、租税条約上の徴収共助による外国租税債権は例外。  

Ⅵを参考）。破産債権に関しては「破産者二対シ破産宣告前ノ原因二基キテ生ジタ  

ル財産上の請求権ハ之ヲ破産債権トス」と規定されているのみで債権保有者や債権  

の性質に関しては問題とならないと考えられる。破産手続きに沿って142条等に規  

定する一定の期間内に届出がなされれば、外国租税債権という理由のみで届出が認  

められないとは言えないと考えられる。   

通常、破産手続きにおいて、届出債権に基づいて債権表が作成され、債権の存否、  

優先順位等が調査され確定される。240条により管財人、破産債権者から 

なければ届出通り債権が確定することになる。この調査の時点において仮に管財人  

等から外国租税債権の届出に関して異議が出された場合には、244粂により債権確  

定訴訟により債権の存否、内容が確定されることになり、届出のみによって配当を  

外国政府は受領できないと言える（244粂により外国租税債権を届出た外国政府が  

債権確定の訴えを提起する必要がある）。   

仮にこのような債権確定訴訟において、外国租税債権の破産債権の適格性が争わ  

れた場合に、債権の存否だけでなく、日本において外国租税債権が承認、執行され  

るかどうかの判断が必要である。   

確定訴訟により、外国租税債権が容認された場合には、破産手続きを通じて月本  

において外国租税債権が執行されることから、外国判決の承認、執行に関する民事  

訴訟法118条、民事執行法24条の規定を考慮する必要があると考えられる。外国租  

税債権が、民事訴訟法118粂に規定される承認されるべき判決の対象（承認適格性）  

であるかどうか、承認要件に合致するかどうかが問題となる。民事訴訟法118条に  

おいて、民事上の外国判決が1号から4号までの要件を満たす場合に外国判決の効  

力が自動的承認されると規定されており、118粂の対象となる外国判決に関しては  

当然に民事性を有することが必要とされている。例えば、民事性の有無に関しては  

判例上（懲罰的賠償に関して、判例タイムズ823P128（1993）乗京高裁判平5年6月  

28日判決。なお、最高裁判平9年7月11日（民集51巻6号P2573（1997））は懲罰的  

賠償判決の承認適格性（民事性）には言及せず。）また、学説上、118条に関しては  

民事判決に限定されることも指摘されており（例えば、道垣内正人「アメリカの懲  

罰的損害賠償判決の日本における執行」『民事手続法学の革新 上巻』P432433  

（1991）、高桑昭「外国判決の承認及び執行」『新・実務民事訴訟講座7』P134  

（1982））、そもそも外国租税債権が民事上の債権と同一視できるかどうかが問題と  

なる。   
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租税債権は各国により異なるが通常、民事上の債権のように契約等により発生す   

る性質ではなく、法律等に基づいて外国政府の賦課等により一方的に発生する点、   

また公権力の行使として通常、自力執行力を有する点を考慮した場合には、外国租   

税債権を民事上の債権と同一の債権とは言うことが出来ないと考えられる。このよ   

うな外国租税債権に関しては118条の外国判決承認の範囲とのバランス等から考え   

た場合、債権確定訴訟においては外国租税債権は破産債権としては容認されないと   

考えられる。  

したがって、日本の破産法の文言からは外国租税債権の届出は容認されるが、破   

産債権としては債権確定訴訟により、容認されないと考えられる。結果的には米国   

における外国租税債権の届出認容、配当の対象としての債権としては認容しないと   

いった流れと同様であると考えられる（破産債権の調査、確定に関しては伊藤眞・   

前掲（61）P331以下、高木新二郎編・前掲（48）P224以下参考）。  

なお、会社更生手続きにおける外国租税債権の扱いに関して、竹下守夫編「国際   

倒産法」P261伊藤眞「アメリカ合衆国における国際倒産手続処理手続」において、   

「担保権の準拠法についての原則に従えば、日本の会社更生手続きにおいても米国   

の租税債権の先取特権は認められるから、米国租税債権者は、更生担保権者として   

の地位を認められよう。」その場合に、第11章の担保権者としての地位との間には   

本質的な差異があるとはいいがたい。」との見解が示されている。  

（95）小林秀之「BCCI事件と国際倒産法」金融法務事情1305PlO（1996）  

この中で、東京支店の清算人304粂による外国倒産手続に対する在米資産の引渡   

しを含む付随手続きの申立をしたとの記述があり、304条が日本の支店名義の財産   

の確保のために利用された。  

（96）田中英夫編・前掲（31）p271において、「人が固定的な生活本拠をもち、そこを   

離れても帰来する意思をもっている場所」とされている。  

（97）田中英夫編・前掲（31）p725において、「人が当面は移動する意思がなく、かつ   

ある期間そこに留まる意思をもって生活する地、永住の意思を要件としない点、複   

数存在しうる点でdomicileと異なる」とされている。  

（98）LAWERENCEP．KING．supranote（73）Vo12101－85～101－87  

（99）小杉丈夫「法律業務の国際化」P229（1995）以下で、いわゆる、USラインの更生   

事件に関して、日本での破産手続きと債権届出の実務例が「アメリカ更生手続と日   

本破産手続の併存と債権届出」において紹介されている。この中で破産管財人の役   

割について、日本の債権届出を取りまとめて米国に届出をすることは、破産管財人   

の職務範囲外のことであると記されている。  

（100）高木新二郎・前掲（72）P460   
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Ⅴ．国際倒産に対応した法的枠組みの模索   

外国租税債権判決の執行、米国破産手続きにおける外国租税債権等に関して  

米国の現行法の枠組みにおいて、日本の租税債権が認容されないことは明らか  

である。   

企業活動が日本あるいは米国のどちらか一団に留まらないことや資産が多国  

に所在する現状において、資産隠しによる租税徴収の回避、租税道脱等による  

各国の財政基盤への影響等の点から考えた場合、外国租税債権の執行を一律に  

認めないことが妥当かどうか疑問が残るい0】）。また、外国租税債権を国際倒産  

手続きにおいて認めないことは、国際倒産手続きの枠外に外国租税債権の徴収  

を置くこととなり、結果的に倒産手続きの進行、破産者の更生等に外国租税債  

権の徴収が妨げとなる恐れもある可能性もあること…2）から、すべての外国租  

税債権の徴収を国際倒産手続きにおいて一律に認めないことがはたして妥当か  

どうか、検討の余地があると考えられる。コモンローの原則である外国の租税  

債権は執行をしないという原則が大きく変更される動きは現在のところ無く、  

また、日本の締結する租税条約においても徴収共助条項も日米租税条約の条項  

と基本的は同じであり、実効性があるとは考えがたい（103〉   

破産、倒産に関する法的な枠組みの検討に関して、企業の国際的な活動する  

ことは避けて通れないことから、国際倒産が日常的に起こることが予想され、  

現在、米国（1…、日本価）、 ドイツ（■06）等における倒産法改定において国際的  

倒産に関する事項の見直しが進んでいる。   

UNCITRAL‖U7）といった国際的機関におけるモデル法の作成が進んでいる  

こと。さらにEU川は）や北欧、MTA等（109〉において国際倒産に関する他国間  

の条約等の締結や条約締結に向けての検討がなされ、二国間における破産条  

約（‖0）も幾つかの国において締結されている。   

他方、外国租税の賦課に関しても倒産と同様に企業の国際活動において無視  

できない事項であることから、各国の倒産法改革において、また各条約等にお   
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いて外国租税債権がどのように扱われるかどうか検討することが必要であると  

考えられる。匡卜際倒産と外国租税債権の徴収に関して検討が今、必要であると  

言える（111）。   

上記の改定作業等において、国際倒産と外国租税債権がどのように処理され  

ているかを検討することは、日本と米国をはじめとする諸外国との間に生じる  

国際倒産と外国租税債権の関係を明確にする上で何らかの指針を得ることに繋  

がると考えられる。   

以下、Ⅴにおいて、まず各国の倒産法等の改定作業、多国間、二国間条約を  

概観し、国際倒産における外国租税債権徴収のあり方については、Ⅵにおいて  

ひとつの私案を提示していきたい。  

1．各国国内法の改革について   

まず各国の破産法の改定作業、モデル法において、外国租税債権について   

どのように言及されているか、概観していく。  

（1）米国  

米国の破産法の改定作業についてはTheNationalBankruptcyReveiw   

Commission（全国破産法調査委員会）から“BANKRUPTCTY：THE   

NEXTTWENTYYEARS”（破産：次の二十年）という’報告書が連邦議   

会等に提出されている（＝）。その中の第二章の国際倒産において、外国租   

税債権の扱いについて勧告が示されている。この章の勧告2－2－6において   

「外国租税債権の承認か否かは判例法の発展や条約の交渉に委ねられる」   

とされ、さらに、この勧告の説明において、従来の米国における取扱い、   

議会の選択肢、議会の取るべき方法が示されている…）。  

従来の米国における取扱いについては（∋ 米国は伝統的には外国租税   

法を執行してこなかったこと。② 外国租税法に関する明確な規定はない   

が、コモンローの原則から外国租税法の不執行の考えが導かれている。ま   

た（3）において扱う国際倒産モデル法13条上、外国租税債権の不承認を明   

記していることも併せて特記されている。   
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議会の選択肢としては（9 国際礼譲により外国租税債権を承認する。   

（但し、破産法507（a）（8）に規定されるような内国租税債権と同様の優先   

権を付与するか否かといった点を決定する必要があり、立法化の前に十分   

な調査が必要である等の課題が生じる。）（∋ 制定法により外国租税債権   

の承認を禁じる。（但し、友好国の態度を硬化させ、進展しつつある租税   

条約の交渉を妨げる余地がある。）の二点が挙げられている。  

この勧告は、議会の取るべき方法として（∋ 現行法上について支持す   

ることあるいは拒否することのいずれの意図もないことを示す ② 財務   

省に倒産手続きにおいて租税債権の相互承認を将来の租税条約の交渉に含   

めることを指示する の二点を示し、議会はこの問題を未決にするべきで   

ある、との説明をしている。  

これらの勧告等から、（〇 原則的には租税条約等の合意により一定の解   

決を目指すべきであること（∋ 外国租税債権については相互承認が原則   

であること ③ 破産法の規定において外国租税債権の取扱を検討の余地   

があること。の三点が、国際倒産における外国租税債権の問題についての   

米国の方向づけであると考えられる。  

（2）日本  

日本の破産法改定作業に関しては法務省民事局から「倒産法制に関する   

改正検討事項」また補足的資料として「倒産法制に関する改正検討事項補   

足説明」が公表されている（＝）。第3部において、国際倒産に関して検討   

課題が示されている。内容としては第1 国際管轄 第2 倒産手続の国   

際的効力 第3 国際並行倒産 第4 外国人又は外国法人の倒産手続上   

の地位 第5 その他 であり、外国租税債権の国際倒産における取扱に   

ついては課題として明確には示されていない。また、今回の改正に関して、   

多くの論者から改正検討事項に関しての考えが示されているが、外国租税   

債権と日本の国際倒産における関係について明確に言及しているものはな   

く（lほ）、現在、進行している作業等において外国租税債権に対する関心が   

低いものと言える。日本において、国際倒産における外国租税債権の扱い   
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について明確な方向づけが現段階で、なされてないと考えられる。   

各界から今回の倒産法改正検討事項に寄せられている意見において、国   

際倒産モデル法を採用するべきであるとの見解もある…）。この見解に従   

った場合、・（3）においても検討するが、外国租税債権を国際倒産手続きか   

ら除外する方向が強いのではないかと考えられる。  

（3）国際倒産モデル法   

特定の国の破産法ではないが、国際倒産に対応したモデル法としてUn－  

itedNationsCommissiononInternationalTradeLaw（国際連合国   

商取引法要負会）は1997年5月30E］にModelLawonCross－BorderIn＄01－  

vency（国際倒産モデル法）を採択した。  

このモデル法は、前文と第一章（総則） 第二章（外国の管財人、債権   

者の手続きへのアクセス） 第三章（外国手続きの承認と救済） 第四章   

（外国裁判所と外国管財人への共助） 第五重（並行手続）の内容から成   

り、このモデル法の特徴としては（∋ 外国倒産手続きの承認（主事続きの   

承認）（∋ 外国管財人への協力 ③ 債権届出の容認、通知等による外   

国債権者の主事続きへのアクセスの確保 ④ 主事続きと従たる手続きの   

併存（並行倒産手続きの容認）が挙げられる（…）。  

このモデル法において、外国租税債権の主破産手続きへの参加に関して   

は、第13条において規定されている。   

13条（Accessoffbreigncreditorstoproceedingunder［identify1aws  

oftheenactingStaterelatingtoinsoIvency］（（立法国の倒産関連法を   

特定）による外国債権者の手続きへのアクセス）は2項から成り、内外債   

権者の無差別の原則が示されている。原則としては内外債権平等の原則が   

認められている。2項において、債権の優先順位の問題については外国債   

権者の差別的取扱が認められている。   

但し、2項に関して、オプションとして「本条第一項は手続きにおける   

債権順位又は外国租税債権及び社会保障債権の当該手続きからの除外に影   

響を及ばさない」と示されており、外国租税債権、社会保障債権に関して   
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は内外債権者無差別の原則の例外とする余地があることが定められてい  

る…） 。仮に、13条に関して、立法国がこのオプションを採用した場合、  

外国租税債権者については国際倒産手続きにおいて配当に加わることを一  

切拒否することができることになる川の。外国租税債権等の排除の理由と  

して ① 外国公債権の行使は各国の主権の侵害である ② 公的債権の  

相互承認は条約によって調和を図るべきである ③ 外国租税債権も無差  

別に扱うような規定は内国税務当局の反発を受け、モデル法採択を困難に  

する といったものが多くの固から挙げられた。また、多くの国がオプシ  

ョンを採用することも示されている‖20）。   

このモデル法について、どの国が採用するか現時点では不明確である。  

少なくとも、国連のモデル法において、外国租税債権等の排除のオプショ  

ン条項が用意され、モデル法作成の会議において、一定以上の国の支持を  

受けていることから、今後の各国の倒産法改定作業において、国際倒産手  

続きから外国租税債権が排除される可能性が高い（逆に外国租税債権が容  

認される可能性はかなり低い）と考えられる。   

以上のように、米国、日本、モデル法における国際倒産と外国租税債権  

の扱いについて概観したが、外国租税債権が各国の国内法に基づいた国際  

倒産手続きにおいて容認される可能性は低く、むしろ排除される傾向の方  

が強いと考えられる。モデル法の審議の過程においても指摘されていたが、  

条約により解決するべき問題であるとの主張もあり（121）、以下、破産・倒  

産等に関する条約と外国租税債権について概観していく。  

2．破産条約について   

破産条約とは、複数の国に関係する破産等が生じた場合に破産の管轄地、   

並行倒産の可否、債権届出、担保権の調整等を規定した国家間の合意である。   

このような破産条約については二国間条約と二国以上により締結される多数   

国間条約がある。条約による国際倒産について処理の長所としては① 締約   

国における国際倒産事件の管轄等が明確化 ② 締約国において外国倒産手   
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続きへの協力の明確化 ③ 債権届出、通知の明確化により外国債権者の倒  

産手続きの参加保障の明確化 ④ 相互保証の明確化 といった点が挙げら  

れる。   

確かに、これらの点は国際倒産モデル法においても提示されているが、モ  

デル法はあくまでもモデルであり法的拘束力はない。他方、条約といった法  

的拘束力のある形により、国際倒産に関する法的枠組みを明確化することで、  

管轄等の争いなく、迅速に倒産事件に着手でき、結果的に、債務者の資産確  

保、配当等の破産手続きがより早く進むことが期待される。   

また、現在進行中の各国の破産法の国際倒産規定の改定作業と条約の締約  

を比較した場合、（∋ 各国の倒産法、法制度等は同一ではなく、各国共通の  

内容を制定することを期待することは不可能である。他方、条約においては  

締約国のおいて同一の内容を制定することが可能である。（∋ 各国の倒産法  

の改定作業の進展状況は一律ではなく国際倒産に対応できるかどうか疑問が  

生じる。他方、条約の締約は締約国間において同一時期に可能である。（∋  

各国の倒産法において外国手続きの承認されるかどうかについて不信が残る。  

他方、条約においては締約国間において相互保証が確保できる の三点が条  

約の長所として指摘できる。   

このような点を考慮した場合、モデル法等の作成、国内破産法等の改定の  

みによって、国際倒産に対応するよりも破産条約の締約の締結を視野に入れ  

ることにより、国際倒産における効果的な債務者の財産確保、財産の換価そ  

して債権者の公平、平等な満足、配当の最大化等の目的が達成されると考え  

られる。以下、多国間条約、二国間条約の規定内容と条約において規定され  

る外国租税債権の取扱を概観していきたい。  

（1）多国間条約  

多国間条約とは、二国以上の国が参加する形式の条約である。二国以上   

において事業活動を行う多国籍企業の国際倒産を考えた場合には、迅速に   

倒産処理を進める上では必要な枠組みであると考えられる。以下、スカン   

ジナビア諸国の条約、EU条約について見ていきたい。   
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（－）（スカンジナビア諸国（締結国 デンマーク、フィンランド、アイス   

ランド、ノルウェー、スウェーデン）のConventiononBankruptCy   

（破産に関する条約）‖22））  

この条約は、1933年11月7日に締結された破産に関する条約で、全17   

条から成る。特色としては（∋ 破産債務者の住所が存在する締約国に   

おいて破産が宣告された場合に限り、他の締約国にある債務者の財産に   

も破産の効力が及ぶ（1条、13条）、（∋ 原則してして単一の財団から   

支払いがなされること（1条）、が挙げられる‖幻） 。また、各債権者へ   

の通知（2条）、締約国内での共助規定（3条）が定められている。こ   

れらの規定から、この破産条約について、現代の国際倒産の処理の考え   

方に合致する条約であるという評価もある（1別）。  

この条約における外国租税債権の取扱について、（D 債権届出の認容   

（診財産所在地国においては一定の範囲で優先権を付与。また、優先性   

を付与されない残額について、一般破産債権として扱う（t25）ことが規定   

されている。  

外国租税債権の優先範囲が自国内に限られていること、また、一定の   

範囲で破産手続きに外国租税債権を含むことから、外国税務当局、債務   

者、他の債権者に破産手続きにおける清算、配当に関して予測可能性を   

与えるものだと考えられる。国際倒産と外国租税債権の関係を考える上   

では一定の指針になりうるものであると考えられる。  

（二）（EU諸国のConventiononInsoIvencyProceedings（倒産条約）（126））  

これは、1995年11月23日に12カ国により1996年3月オランダ、1996年   

4月アイルランドにより調印された破産に関する条約である。この条約   

は前文と6章で構成され、全55条である。第1章の総則、第2章の倒産   

手続きの承認、第3章の第二倒産手続、第4章の債権者への情報提供と   

債権届出、第5章の裁判所（ヨーロッパ共同体司法裁判所）による解釈  

第6章 経過及び最終規定 から成る。特色としては（∋ 破産債務者   

の主たる利益の中心地の国の裁判所が主たる手続きの管轄地となり、原   
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則として普及主義を保持される② 普及主義と共存できる形で第二倒産   

の制度を採用 ③EU裁判所により統一した解釈 が挙げられる‘’ヱ7）。  

この条約に翻ナる外国租税債権の取扱については、債権届出の認容が   

39条において規定されている。39粂により締約国の外国税務当局が破産   

手続きに租税債権の届出を行うことが明文上、可能となった。この39粂   

に関しては、破産手続きに外国租税債権は参加できないといった原則を   

覆すものであり、結果的に外国税務当局、社会保健機関にとっては有益   

な結果となるとする見方もある（‖g）。  

条約上、外国租税債権の優先権については明確にされておらず、否定   

される見解が示されている（－29〉が、少なくとも39粂により締結国の税務   

当局、社会保健機関が国際倒産手続きに参加できることが明確にされた。   

このように条約という形で明確にすることは、国際倒産が各国の破産法   

のみならず労働法、租税法等の他の法律そして各国の法制度、歴史と大   

きく関係する現状を考慮した場合（lユq）に破産処理がより明確に進展する   

ことが期待できることからも評価できる内容の一つであると考えられる。   

国際倒産における外国租税債権の取扱を検討する上では一定の指針にな  

りうるものと考えられる。  

（2）二国間条約   

破産に関しては多国間条約のみならず二国間条約が締結されている。多   

国間条約と比較した場合 ① 関係する国が少ないため多国間条約よりも  

締結までの時間が短い（131）② 多国間条約においては締約する国々の法   

制度の類似性、文化圏、経済圏の類似性や統一が求められる（132’が、二国   

間条約においては両締約国の法制度等の諸事情を考慮し、個々の条項を締   

結することが多国間条約に比べて容易である（t33） といった点が長所と考   

えられる。国際倒産における外国租税債権の取扱を検討する上で一つの検   

討材料となると考えられる。  

（－）ドイツ＝オーストリア破産条約 く■封’  

この条約は、1985年4月に効力が発効したもので、全34条から成る。   



432   

この条約の特徴としては（》 普及主義の原則（第1条）（∋ 破産手続   

き、適用法の単一（第2条、4条）③ 締約国の破産の効力の承認（第   

3条）④ 効力の拡張を受ける国における労働者等の特定の債権者に対   

する利益の保蕃規定（13条、19条）といった点が挙げられる。  

この条約おける外国≡阻税債権の取扱は、19条3項と20条において定め   

られている。19条3項において、外国租税債権の届出と破産手続きにお   

ける優先の有無について、■20条において、外国租税債権の訴訟管轄地に   

関して定められている。   

19条3項において、外国租税債権の届出は容認されている。外国租税   

債権の優先権については、賦課された締約国の法律に従い、締約国に所   

在する財産の価格に至るまで、破産財団から優先的に支払わなければな   

らないと規定され、外国租税債権に関しては一定の優先性が確保されて   

いる。残債権については、優先権のない破産債権として取扱うことが規   

定され、優先権は付与されないが少なくとも一般破産債権と同様の地位   

は付与されている…註｝。また、租税債権に関する裁判管轄等について   

は、租税債権の準拠法たる締約国の法律によるとされ、課税、徴収等の   

訴訟については賦課した締約国にあることが示されている（】38）。   

ドイツ＝オーストリア破産条約に示されている規定は、① 外国租税   

債権の届出の可否 ② 外国租税債権の優先範囲の明確化く財産所在地   

のみ）（∋ 外国租税債権の訴訟管轄の明示 は締約国の税務当局に対し   

て国際倒産における自己の地位を明確に示すことになり、無用な徴収等   

を招く危険を防止することに繋がると考えられる。同時に、国際倒産手   

続きにおける外国税務当局の地位の明確化は、管財人、債務者、債権者   

に予測可能性を与え、財産確保、配当、清算、更生等の手続きを、条約   

等の明示がない場合と比較して円滑に進めるものと考えられる。  

この条約は、国際倒産と外国租税債権の関係を考える上で一定の指針   

と考えられる。  

（二）フランス＝オーストリア破産条約‖：－7）   
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1979年2月に結ばれたもので、この条約の特徴としては（∋ 普及主義   

の原則（第2条） ② 破産手続き、適用法の単一（第3条6条）③   

締約国の破産の効力の承認（第5条）（参 効力の拡張を受ける国におけ   

る労働者等の特定の債権者に対する利益の保護規定（16条、19条）④   

準拠法選択規定の充実（14条、15条）といった点が挙げられる。  

この条約の外国租税債権の取扱は、17条において債権としての容認と   

破産手続きにおける優先権の有無について定められている。  

「両国各国に由来する租税及び社会保障の債権は、破産の負債として   

認められる」という形で外国租税債権が破産手続きにおいて容認される   

こと。また、「これらの債権が享受する優先権は、その債権が発生した   

国の額域内にある財産に対してのみこれを行使することができる。これ   

らの優先権は、その国（債権発生地）の法律がこれを定める」く用象）と   

いう形で外国租税債権の有する優先権については賦課した領域内の財産   

については確保されることが明示されている。  

フランス＝オーストリア破産条約は、ドイツ＝オーストリア破産条約   

のように外国租税債権の残債権に関して一般破産債権としてあるいは、   

劣後債権等として主破産手続きにおいて取り扱うのかどうか明示してい   

ない点を除けば、ほぼドイツ＝オーストリア破産条約と同様の内容であ   

ると考えられる。  

（三）アメリカ＝カナダ破産条約案（－39）  

この条約案は1979年10月29日に発表されたものであり、全25条から成   

る条約案であるが、米国とカナダにおいては投資活動が活発である点、   

コモンロー諸国といった点（…〉を考慮した場合、この条約案を検討す   

る必要があると考えられる。この条約案の特徴としては（∋ 債務者の財   

団の単一管理（3条）と破産開始国の適用法（国際私法を含む）による   

単一処理（6条、15粂）② 締約国での管財人の権限の認容（15条）（1d■）   

③ 国際倒産管轄を調整する移送規定（9条、12条）くtlヱ）が挙げられて   

いる。   
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この条約おける外国租税債権の取扱は17条において、無担保租税債権   

に関して定められている。17条は破産開始国法適用の例外として設けら   

れたものであり、（力 無担保租税債権が適用国の破産法により優先権を   

与えられる場合にはその優先権を認める（診 その優先権については無   

担保租税債権の生じた締約国の所在の財産を限度とする を内容とす   

る（‖：り。この17条のような破産開始国法適用の例外規定を設けた理由と   

しては、締約国の破産法に反映された“imporatantpolicies”（重要な政   

策）を維持するためという説明がされており（●1イ）、租税債権の有する高   

い公益性を配慮したものであると考えられる。  

この条約において、租税債権の届出や残債権に関して、ドイツ＝オー   

ストリア条約のように規定されていないが、17条において無担保租税債   

権について定めがあることから当然に外国租税債権に関して、届出を前   

提としていると考えられる（＝ほ）。また、17条においては、優先権を認   

める締約国に財産が存在する限り、無担保債租税債権の優先権が保持さ   

れるものであるという規定から、破産開始国の破産手続きにおいて無担   

保租税債権の優先権が、必ずしも認められるものではないと考えられる。   

結果的に、無担保租税債権の残債権については破産手続きにおいて単に   

無担保債権となるものと考えられる。  

（四）国際（二国間）倒産モデル条約試案（116）  

このモデル条約案は、日本の国際倒産法研究会から提示されたもので   

全15粂からなる。この条約案について、（∋ 普及主義（3条）（∋ 原則、   

破産手続きの統一（2条、4条）の考え方が採用されている。このモデ   

ル条約案の第11条（優先権のある債権及び担保権）において、外国租税   

債権に関して、Ⅰ案とⅡ案という形で二つ案が示されている。   

Ⅰ案は、外国租税債権の優先権の存否、範囲および順位は賦課国法令   

により、倒産手続き上の地位は倒産手続を開始した国の法令によって決   

するとしている。  

Ⅱ案は、外国租税債権の優先権の存否、範囲および順位は賦課国法令   
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により定め、この優先権については賦課国内にある財産のみに行使でき  

るとしている。  

Ⅰ実に関する説明としては、条約を締結した以上、公法上の債権であ  

っても、一方の締約国で倒産処理手続が開始された以上はその手続きに  

参加させる趣旨であるとされている。Ⅱ案に関する説明としては、公法  

上の債権の属地的な性質を考慮したものであるとされている（1㈹。Ⅰ実  

については外国租税債権を通常の私債権とまったく同一に扱ったものと  

考えられる。他方、Ⅱ案については、ドイツ＝オーストリア破産条約や  

フランス＝オーストリア破産条約の内容と酷似しており、外国租税債権  

が私債権と異なる性質を有することを考慮した上で設けられたものと考  

えられる。  

3．まとめ   

以上のように、各国の法制、条約、条約案等を概観した。これらの国際倒   

産手続きにおける外国租税債権の扱いをまとめると、以下、※1のような制   

度、状況であると考えられる。それぞれの制度等を概観した場合、外国租税   

債権と国際倒産手続きとの関係の特徴としては、（∋ 二国間条約においては、   

外国租税債権を認容される可能性が高いこと（∋ 多国間条約が締結が可能   

性の高い地域、主として経済圏や法制度等類似といった諸条件がその地域に   

存在する場合には、外国租税債権について一定の範囲で認容される可能性が   

高いこと。（∋ 各国の固有の破産法といった法制度においては、外国租税債   

権については配慮が払われる可能性は低いこと が考えられる。上記の特徴   

を考慮した上で、次項Ⅵにおいて、国際倒産手続きにおける外国租税債権の   

扱いに関する法的枠組みの方向性について検討していきたい。   
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※1  

条約・法律   外国租税債権の認容   優先権等・その他   

米国   現行法について認容、拒否を明確にせず、   

破産法勧告   租税条約等の交渉で決定の方向   

日本 検討事項   言及せず   

国際倒産モデル  原則、内外債権者平等。但し13条オプション選   

法（UNCITRA－  択の場合、外国租税債権届出を認めず、国際倒産   

L）   手続きから除外   

スカンジナビア   容認   賦課国内の資産に一定   

条約  の優先権を容認   

EU条約（1995）   容認   不明確   

ドイツ   容認   賦課国内の資産からの   

＝オーストリア  み優先的に支払い   

破産条約  残債権は－一般破産債権   

フランス   容認   賦課国内の資産からの   

＝オーストリア  み優先的に支払い   

破産条約  

米国＝カナダ   容認   賦課国内の資産に優先   

破産条約案  権を容認   

国際倒産モデル  Ⅰ案 容認   優先権・賦課国の法令   

条約案  倒産手続き上の地位・   

（一橋案）  手続き開始国法令  

Ⅱ案 容認   賦課国内の資産からの  

み優先的に支払い   

〔注〕  

（101）例えば、イングランドの、PHILIP］∋AKER，TheTransnationalEnforcement   
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0fTaxLiabilites，5BRITISHTAXREVIEW313（1993）、米国の、BarbarASil－   

Ver．ModernizingtheRevenueRule：TheEnforcementofForeignTaxJudgments，  

22GEORGIAJOURNALOFINTERNATIONALAND COMPARATIVELAW   

609（1992）において、コモンローの原則を見直すべきではないかといった主張がさ   

れている。  

（102）例えば、OverseasInn8S．A．P．A．v．UnitedStates．911F．2dl146である。   

この事実は、米国租税を滞納したことを理由に、外国会社の米国内の債権を差押さ   

えたことに対して外国会社（ルクセンブル）管財人が、認可された更生計画の配当   

しか受けれないとしてIRSに配当金額以上の差押え金額の返還を求めたものである。  

（103）ある論文において、コモンロー上の原則つまり、外国租税を執行しない理由とし   

て以下の6つを挙げている。   

（∋ 他国内における外国政府の租税の執行の効果は域外における主権侵奪である  

② 執行は相互にされない余地がある  

③ 租税の背後にある政策について検討することが執行上必要である  

④ 執行に対する巧みな抗弁の結果として外国との関係に敵対的効果をもたらす  

⑤ 租税の賦課は刑罰上の強制取立と類似しており、外国の裁判所においては執  

行できない  

⑥ 地方裁判所においては外国租税に関する予備知識、専門性に欠けるため、外  

国租税の執行の任をはたすことができない  

この原則の変更は条約の形式によって可能であるとも説明されているが、英米等   

の判例、裁判所の態度が明確に変化するかどうかまでは示されていない（AlanR．   

Johnson．LawrenceNirenstein，StephenE．Wells．RECIPROCALENFORCE－   

MENT OFTAX CLAIMSTHROUGHTAXTREATIES．33TaxLawyer470   

（1980））。   

（日本）1997年3月7日に締結された南アフリカとの租税条約の26条に規定される  

徴収共助条項に関して、日米租税条約と同様に、徴収共助の対象範囲が条約  

上の特典を受ける権利を有しない者に限定されている（1997年10月8日官報  

号外204号P7．18，19）。   

（米国）米国の1996年財務省モデル条約における26条の徴収共助条項に関して、基  

本的に、日米租税条約の条項と同様に徴収共助の範囲が、条約上の特典を受  

ける権利を有しない者に限定されている（本庄資「アメtJカの租税条約」P448  

（1997））。また、26条の変更箇所に関しては情報交換（銀行情報）に関するも  

のは記述されているが、徴収共助に関しては何ら記述が無く（GeralynM．Fa－  

1lon，InternationalReviewTheNewU．S．ModelTaxTreaty，74－11TAXES  

696（1996））、日米租税条約の規定されている徴収共助の範囲が変更される可  

能性は少ないと考えられる。  

（104）NationalBankruptcyReviewCommissionFinalReport“BANKRUPTCTY：   
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THENEXTTWENTYYEARS”p351～370（1997）勧告の全訳について 松下淳   

一「全国破産法調査委貴会報告書」の概要と「議会への勧告の全訳（上）」ジュリ   

スト1137P80（1998）、（下）ジュリスト1138P（1998）  

（105）法務省民事局参事官室編「倒産法制に関する改正検討課題 倒産法制に関する改   

正検討事項とその補足説明」別冊NBL46 改正検討課題 P47～49補足説明 P   

87～92（1998）  

（106）例えば、河崎祐子「国際倒産法（内国法）における普遍主義と内国利益保護－ド   

イツ倒産法改正法政府草案からの示唆－」一橋論叢117巻1号P168（1997）  

吉野正三郎「ドイツ新倒産処理手続の概要」東海法学21号（1999）  

（107）原文と仮訳について  

小出邦夫「UNCITRAL国際倒産モデル法（仮訳）」P67～NBL623（1997）モデ   

ル法解説について、山本和彦「UNCITRAL国際倒産モデル法解説①」P19～NBL   

628（1997）②はNBL629（1997）、③はNBL630（1997）、④はNBL634（1998）   

⑤はNBL636（1998）、⑥はNBL637（1997）、⑦はNBL638（1998）⑧はNBL   

639（1998）  

（108）高木新二郎「ヨーロッパ連合倒産条約の解説と翻訳」（解説編）国際商事法務   

23－11Pl168（1995）、（翻訳編）国際商事法務23－11P1295（1995）IanF．Fletcher．   

THEEUROPEANUNIONCONVENTIONONINSOLVENCYPROCEEDING：   

AN OVERVIEWAND COMMENTWITHuS．INTERESTINMIND．23   

BrooklynJournalofInternationallaw25（1997）Man負・edBalz，TheEuropean   

UnionConventiononInsoIvencyProceeding．70TheAmericanBANKRUPTCY  

LAWJOURNAL485（1996）  

（109）北欧について 貝瀬幸雄「国際倒産法序説」P333（1989）   

JacobS・”currentDevelopmentinInternaitonalandComparativeCorporate   

In＄01vencyLaw“701MICHAELBOGDAN“TheNordicBankruptCyConventiT   

on”（1994）   

NAFTAについてJayLawrenceWestbrookJacobS．Ziegel，THEAMERICAN   

LAWINSTITUTENAFTAINSOLVENCYPROJECT，23BrooklynJournalof   
Internationallaw7（1997）P18．19で、米国、カナダにおける外国租税債権の優先   

性、執行に関する問題について言及している。もし、カナダ国内において租税を支   

払いのために十分な財産がない場合に、カナダの税務当局が米国の手続きに参加し   

たとすれば、米国の裁判所はこれらの全てを認めるのか。また、IRS（米内国歳入   

庁）と同等の優先的な地位を与えるのかのどうか。これらの問題について明確な答   

えがなく、これらの問題の解決が必要であると指摘されている。  

（110）例えば、ドイツ、オーストリアについて   

野村秀敏「ドイツ＝オーストリア破産条約試訳」成城法学28P207（1988）  

フランスについて 竹下守夫編「国際倒産法」P360～（1988）7章   
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西澤宗英「フランスにおける国際倒産処理手続き」  

（111）長谷部由起子「倒産事件の国際化と租税」金融法務事情1187P27（1988）  

（112）松下淳一・前掲（104）（上）P80  

（113）NationalBankruptCyReviewCommisionFinalReport，SuPranOte（104），  

atP365′－366  

（114）法務省民事局参事官室編・前掲（105）  

（115）例えば、国際倒産に関しては 坂井秀行「国際倒産」ジュリスト1134P50（1998）、   

山本和彦「国際倒産の立法的課題」ジュリスト1111P40（1998）  

租税債権に関しては栗田隆「債権の順位・多数債務者関係・担保権」   

ジュリスト1134P50（1998）、中西正「租税債権の取扱」ジュリスト1111P149（1998）  

（116）花村良一 筒井健夫 坂本三郎「「倒産法制に関する改正検討事項」に寄せられ   

た各界の意見の紹介（4・完）」金融法務事情1528P28，29（1998）において、「その他   

国際倒産に的確に対処すべき点として、① 国際連合国際商取引法委員会ⅣNCIT－   

RAL）のモデル法に準拠した制度とする必要がある、② 国際倒産の分野について   

条約の整備を進めるべきである、③ 国際的な共助の制度を設けるべきである、④  

倒産実体法に関する準拠法を整備すべきであるなどの意見が寄せられていた」と   

示されている。  

また、「モデル法13条2項のオプション規定を採用すべきであろう。」との見解   

が示されている（富澤敏勝「国際倒産法制改正へのアプローチー「倒産法制に関す   

る改正検討課題」によせて－」山形大学紀要（社会科学）29巻第2号P66（1999））。  

（117）山本和彦・前掲（107）①）P19、 HaroldBurmanandLawrence，UNITED   

NATIONSCOMMSSIONONINTERNATIONALTRADEIJAW：MODELLAW   

ONCROSS－BORDERINSOLVENCY，36Ⅰ．L．M．1386（1997）  

（118）小出邦夫・前掲（107）P63、山本和彦・前掲（107）③p36   

オプションについての制定経過はUNCITRALの公式文書により見ることができる。   

最初から外国租税債権のオプションが用意されたわけではなく、案として外国税務   

当局も含めて内外債権者平等の原則が示された。しかし、この案に関して外国租税   

債権の承認が中心的な議論となり、内国租税債権と同様に外国租税債権を扱うこと   

に対する反発が示された但EPORTOFTHEWORKINGGROUPONINSOLVE－   

NCYIJAWONTHEWORKOFITSNINETEENTHSESSIONA／CN．9／42225   

April1996P40，41）。この外国租税債権の容認については引き続き議論となり、   

「外国租税債権は一般債権として（優先権、先取特権無く）破産手続きにおいて扱   

われる」という案が新たに示された。外国租税債権の容認に対する反発は強く、伝   

統的に内国租税債権と同様に外国租税債権は扱わないことから、モデル法の受け入   

れる可能性が減少することが示された。作業部会は外国租税債権の扱いについて立   

法国の異なる対処方法の可能性を配慮して、オプションの検討に入った（REPORT   

OFTHEWORK［NGGROUP ONINSOLVENCYLAWONTHEWORKOFITS   
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NINETEENTHSESSIONA／CN．9／433240ctober1996P18，19，20）。この検討の   

結果、外国租税債権に関しては外国租税債権を明確に排除しない条項と排除を認め   

るオプションが示された。このオプションを支持する理由としては多くの国で外国   

租税債権を排除する可能性を立法国が保留できない限り、モデル法の制定は困難で   

あることが示された但EPORTOFTHEWORKINGGROUPONINSOLVENCY  

LAW ONTHEWORKOFITS NINETEENTHSESSIONA／CN．9／43519Febr－   

uary1997P31，32）。  

（119）山本和彦「国際倒産モデル法の事例による解説」Ⅰ）28判例時報1630（1998）  

（120）山本和彦・前掲（107③）p38．39 また、P39において日本の立法について、   

山本助教授は（か 多くの国がオプションを選択すること② 外国租税債権等での内   

国での行使は主権侵害が強いこと（∋ 内国租税当局の同意を得ることは困難と思わ   

れること等かちオプションを選択することが現実的だとされている。  

（121）山本和彦「国際倒産モデル法の試み①」NBL612Ⅰ＞57（1997）  

（122）貝瀬幸雄・前掲（109）P333、JacobS．supranote（109），at701  

条約の訳文について川上太郎「国際私法条約集」p89（1966）  

（123）① 貝瀬幸雄・前掲（109）P333，JacobS－SupranOte（109），at701  

② 貝瀬幸雄・前掲（109）P333，JacobS，SuPranOte（109），at704  

（124）JacobS，SuPranOte（109），at706  

（125）債権届出に関して特に、外国租税債権排除の表現なし（1，2条）。  

JacobS，SuPranOte（108），at705において、7条3項（1982年改定）が示されて   

いる。この項において、「租税債権が租税を賦課した国の法律により一般の先取特   

権としての性質を有するとされる場合には、賦課された国に所在する資産から優先   

的に支払いを受ける。但し他の一般先取特権部分を控除した部分についてのみとす   

る。控除する割合については賦課された国の財産と財団の全資産との割合に対応し   

た計算方法により決するものとする」と規定されている。具体的な計算方法につい   

て、外国租税債権を含んだ仮定の破産例が示されている。   

（例）デンマーク（破産開始地）  全財団  200．000（単位Ⅹr）  

スウェーデン  資産  50．000  

一般先取特権（スウェーデン租税含む）   180，000  

スウェーデン租税  100，000   

※スウェーデン資産は全財団の1／4のため  

（180，000－100，000）×1／4＝20，000 がスウェーデンの資産から控除される。   

したがって、先取特権の性質を有するスウェーデン租税に対しては30，000が支払わ   

れる。残額の70，000は財団に対する普通破産債権として扱われる。   

※類似の計算例が、PhilipStJSmart，SupranOte（3）．at133において、イングラ  

ンドと米国の仮定の国際倒産例が以下のように示されている。   

（例）米国  資産  580．000  債権者 乙800，000   
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イングランド 資産   20，000  債権者  190，000  

租税  10，000  

総資産  600．000  総債権額3，000，000 の場合  

イングランドの資産2．000（10，000×20％）は租税債権のためイングランドにお   

いて確保され、残額を米国の裁判所には送金されると示されている。  

ただ、このような計算の根拠について、両国の国内法に求めるのか、両国の裁判   

所の運用に求めるのか、あるいは、スカンジナビア諸国のような破産条約に求める   

のかは、示されておらず不明確である。  

（126）ヨーロッパ連合の加盟国において仮署名されたものである。加盟国としては、ベ   

ルギー、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、スペイン、フランス、アイルランド、イ   

タリア、ルクセンブルク、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、   

スウェーデン、連合王国である。1995年11月23日に12国、すぐ後にオランダ、アイ   

ルランドにより署名されたが、連合王国だけが署名をしていないため条約は効力は   

発生していない（47条）。この条約の英文についてはEUROPEANUNION：CON－   

VENTIONONINSOLVENCYPROCEEDING，35Ⅰ．L．M．1233（1996）、この条   

約の概観、締結までの経過の概観については、高木新二郎編・前掲（48）p528の道   

垣内正人「ECおよびヨーロッパ評議会の破産条約」  

（127）高木新二郎・前掲（108）（解説編）pl169  

（128）IanF．Fletcher，SuPl・anOte（108），at45．Man丘・edBalz，SuPranOte（108）．at527  

（129）ManfredBalz，SupranOte（108），at527において、内外債権者の無差別の原則は   

手続きへのアクセス（届出等）について保障されるが、債権の優先権までに内外無   

差別の原則を拡弓長するものではなく、外国租税債権の優先権までを保障するもので   

はないとの説明がある。  

（130）ManfredBalz，＄upranOte（108），at486，at491  

（131）EU（EC）域内の条約は1970年に「破産・和議及び類似の手続きに関する条約草   

案」、1980年に第二草案、1990年にヨーロッパ評議会の国際倒産条約案を経て初め   

て、1995年にConventiononInsoIvencyProceeding8（倒産条約）が調印された経   

緯がある（道垣内正人・前掲（126））。  

（132）JacobS．supranote（109）．at708 において、スカンジナビア諸国に関しては、   

比較的類似の法制度そして法文化等を有していることが、この破産条約を検討する   

上では必要であるとの指摘もなされている。  

（133）たとえばドイツ＝オーストリア破産条約19粂3項においては特定の社会保障に関   

してはドイツ、オーストリアにおいては同種の優先権を有することが規定されてい   

る。野村秀敏・前掲（110）P223，233  

（134）野村秀敏・前掲（110）P207以下の訳参照  

貝瀬幸雄・前掲（109）P440「若干の二国間倒産条約（案）の分析」  

（135）破産条約19条3項について、野村秀敏・前掲（110）P223の訳参照   



442  

貝瀬幸雄・前掲（109）P444  

（136）野村秀敏・前掲（110）P224の訳参照  

（137）西澤宗英・前掲（110）P368以下の訳参照  

貝瀬幸雄・前掲（109）P445  

（138）西澤宗英・前掲（110）P373以下の訳参照  

貝瀬幸雄・前掲（109）P掴9  

（139）Dalhuisen，InternatinalInsoIvencyandBankruptcyvo12AppendixD－6A－1～   

24（1984）．貝瀬幸雄・前掲（109）P449  

（140）貝瀬幸雄・前掲（109）P440．449 また、P449において米国、カナダにおいては   

類似した破産制度を有する点が指摘されている。この点は条約案の背景として認識   

するべき事項であると考えられる。  

（141）①、②についてはDalhuisen，SuPranOte（139）．atD－6A－22，23  

（142）貝瀬幸雄・前掲（109）P451  

（143）17条 無担保債租税債権の優先権   

「無担保債権が成立した締約国の破産法において、優先権を有する場合には締約国   

の破産法により認容される優先権を保持して、無担保債権者へ支払いに当てられる   

資金から支払いを受ける。但し、無担保債権者への支払いにおける租税債権の優先   

権は優先権を認容する締約国に存する財産に対応する割合にのみ容認される。」   

Dalhuisen，SupranOte（139），atD－6ATllの原文の試訳。  

貝瀬幸雄・前掲（109）P454  

（144）Dalhuisen．supranote（139）．atD－6A－22  

（145）Dalhuisen，SupranOte（139）tatDT6AT22において、締約国裁判所は他の締約国   

の債権者を自国の債権者と同様にまた公平に扱うことが記されており、外国租税債   

権に関して、国際倒産モデル法のオプション規定のように手続きから排除する趣旨   

ではないと考えられる。優先性についてはともかく、債権届出については認められ   

ていると考えられる。  

（146）竹下守夫編「国際倒産法」】ヲ397～（1988）西澤宗英「国際（2国間）倒産モデル   

条約試案の解説」  

（147）西澤宗英・前掲（146）P412   
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Ⅵ．総  括  

1．法的枠組みの選択について   

Ⅴ．において、国際倒産と外国租税債権に関する国内法の改定、モデル法、   

条約、条約案等の扱いを概観してきた。それぞれの法、条約等における外国  

租税債権の取扱については各国、地域の法制度、経済的な繋がり等から同一   

ではなく一様ではない。基本的に、外国租税債権については、外国が自国倒  

産手続きに関与する可能性と同時に、自国が外国倒産手続きに関与する可能  

性の両面から検討されているものと考えられる。また、両面から検討するこ   

とが、国際倒産における外国租税債権の扱いを検討する上で必要であると考   

えられる。   

自国が外国の国際倒産手続きに関与すると同時に、外国が自国の国際倒産  

手続きに関与するといった両面からの検討は、外国の私債権と異なる法的な  

性質を外国租税債権が有していることから、欠くべかざるものであると考え   

られる。以下、両面からの検討の必要性について租税の本質の観点から概観   

していきたい。  

（1）法的枠組みの選択の前提一組税の本質の観点から一   

組税が存在する理由については、「租税が国家又は地方公共団体の存立   

の財政的裏付けであり、租税徴収の確保が国家又は地方公共団体の活動の   

基礎をなすこと」（■服）との言葉に示されているように、租税が国家等の存   

立の基礎であることについては疑いない。  

このような高い公益性から、一般債権とは異なる特殊な制度、具体的に   

は、税務当局への自力執行力の附与と租税債権の優先権が日本のみならず   

各国において設けられている（119）。   

また、租税に関しては、「国家が、特別の給付に対する反対給付として   

ではなく、公共のサービスを提供するための資金を調達する目的で、法律   
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の定めに基づいて私人に課する金銭給付である」の定義（ほ0）がなされてい  

るように、租税が国民等の契約でなく、法律に従い一方的に発生するとい  

った点が、私債権と比較して大きく異なる。   

法律により一方的に成立すること、大量に、反復的に租税債権が生じる  

ことから、租税の徴収において、自力執行性及び優先権が、国家の財政力  

を確保する上からも、やむ得ない必要性を有することが日本のみならず各  

国において承認されている（川）。このような特殊な性質を有する租税債権  

に関しては、私債権と異なる性質を有することを前提に種々の問題を検討  

する必要があることは明らかであると考えられる。   

したがって、国際倒産手続きにおいて、破産手続国あるいは、租税債権  

を有する外国のいずれかが、一方的に外国租税債権の徴収を放棄する規定  

は考えがたいと言える。国際倒産手続きに利害を有する国々が、外国租税  

債権に関しては、互いに一定の譲歩を行うことが、国際倒産手続きにおい  

て、外国租税債権を容認するためには必要となる。他の分野であるが、日  

本の現行法においても、この相互主義の考え方は、明文化されており（ほど）  

国際倒産手続きにおける外国租税債権の取扱を検討する上で、相互主義の  

考え方は、外国の私債権等を承認する以上に大前提となると考えられる。  

（2）法的枠組みの選択一二国間破産条約一  

上記（Dの大前提から考えると、自国あるいは外国の国内法である破産法   

等の整備によってのみ外国租税債権と国際倒産手続きの関係を処理するこ   

とは、自国の進展具合のみならず外国の法制度の進展具合も考慮すること   

（例えば、相互主義が確保できるかどうかの疑問）が必要であり、また、   

破産法そのものの整備が遅れている囲も現実に存在することから、相互主   

義が、常に確保できるとは期待できない。、   

多国間条約については確かに、一定の関係国の合意や関係国の法制度に   

関して一定の水準を維持できること、また国際倒産処理に数ケ国が関連す   

る可能性が高いことが多いことから確かに、望ましい点があると言える。   
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しかしながら、EU条約にも見られたが、非常に条約の締結までに時間  

がかかる点、あるいは経済圏等が密接でなければ、統一条約締結への取組  

が意欲的に行われない点を考慮した場合には、多国間条約を作ることがで  

きる地域は限定されていると考えられる。日本の法制度を検討した場合、  

スカンジナビアのように同一の法制度を有する国々と経済的なつながりを  

有するわけでない。また、EUにおける通貨統一に見られるような経済圏  

の統合を日本が、表明していない状況を考慮した場合、日本が多国間条約  

を主導的に作成する可能性は低いと考えられる（ほ3）。   

これらの諸状況から基本的に、国際倒産における外国租税債権の取扱を  

考える上で、破産等の二国間条約が望ましいと考えられる。確かに、従来  

から存在する租税条約において徴収共助条項もあり、租税条約によって国  

際倒産と外国租税債権の問題を解決するべきとの考え方もある（一別）。   

しかし、第一番目に、国際倒産においては破産者の態様も多様であるの  

に対して、他方、現行の租税条約（例えば日米租税条約）の徴収共助対象  

が非常に狭い範囲であること（155）。第二番目に、国際倒産手続きにおける  

外国観税債権に関して、債権届け出等の直接的な徴収方法のみならず、外  

国管財人を利用する等の間接的な回収方法も用いられる例もある。間接的  

な外国租税債権の徴収方法の一つとして考えられる管財人の権能等につい  

ては租税条約に規定されていないといった点から、租税条約によって国際  

倒産と外国租税債権の問題を解決することは困難であると考えられる。破  

産条約において規定することにより、直接のみならず間接的な外国租税債  

権徴収の法的枠組みを明確にすることができる（156）。第三番目に、租税条  

約において、外国租税債権の優先範囲と倒産手続きにおける扱いを明確に  

しているとは言えない（157）。他方、破産条約においては外国租税債権の優  

先範囲を明確にでき、結果的、他の債権者、管財人等の予測性を一定限度  

確保できる。   

上記の三点から、国際倒産と外国租税債権に関する問題の解決に関して  

は二国間破産条約がより望ましい形ではないかと考えられる。   
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2．私案   

二国間破産条約における外国租税債権の取扱について基本的には、① 債   

権の届出認容の明確化（∋ 優先範囲と外国租税債権の国際倒産手続きにお   

ける地位の明確化（診 免責と更生計画への協力の明確化 ④ 管財人に関   

する条項が必要であると考えられる。①に関して、外国租税債権の届出を容   

認する一方、他の債権者と同様に外国税務当局も主倒産手続きの制限下に服   

せしめ、外国税務当局の自力執行を制限し、倒産手続きの円滑な進行を目指   

すものである。②に関して、外国政府が主倒産手続きにおいて一定の制限に   

服する代償として外国に存する財産に関しては一定の優先権を認め、他方、   

手続き国においては普通の破産債権として扱うことにより、他の債権者の予  

測可能性を確保するものである。③に関して、個人について免責が破産手続   

きにおける重要な要素であることから、仮に自国と外国において免責の枠組   

みが異なる場合、外国租税債権が免責されるかどうか明確にする必要がある。   

また、更生計画の策定、実行の段階においても外国税務当局の徴収が個人、  

会社等の更生の障害とならぬよう配慮する必要があることから、例えば、現  

行の会社更生法122条の規定のように、内国税務当局と同様に更生計画にお   

ける外国税務当局の扱いを明確にする必要があると考えられる。④に関して、   

いわゆる外国租税債権徴収を目的とする管財人に対応する制度であり、①か   

ら③までの制限を逸脱する目的のための管財人の選任等を防ぐために必要で   

あると考えられる。   

日米間の破産条約における外国租税債権の扱いを検討した場合には   

①に関して、外国租税債権の届出の容認を明確化（税目等、国税、地方税、  

連邦税、州税等を明確化）   

②に関して、日本において、米国租税債権は財団債権ではなく、一般破産  

債権（無担保債権者）とするが、米国内に存在する財産（対象財産の範囲を  

明確化）に関してはこれらの財産に効力を有するTaxLienのような優先権  

の容認を明確化し、他方、米国において、日本租税債権は一般破産債権   
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（507条の優先権なし）とするが、日本国内に存在する財産に関してはこれ  

らの財産に効力を有する優先権（国税徴収法8条に規定の優先権）の容認を  

明確化（158）   

③に関して、外国租税債権は免責の対象にならないことを確認のために明  

記（I59） 、また、更生計画についても外国税務当局には内国税務当局と同様の  

配慮を払うことを明確化   

④に関しては、外国租税債権徴収を主たる目的とする管財人の権能を認め  

ないことを明確化（管財人の権能の可否に関する基準としては、破産手続き  

の申立人に税務当局が関わりをもっているかどうか、唯一の債権者が税務当  

局であるかどうかを考慮するものとする（】60））   

上記の内容を明確にした破産条約を日米における国際倒産における外国租  

税債権の扱いに関する私案としたい。当然、条約のみならず、国内法である  

破産法等においても、①に関しては、外国租税債権の届出の容認の明確化（川り  

④に関しては、外国管財人への協力規定の明確化（協力を拒否する場合につ  

いての要件についても提示）が最低限度必要とされると考えられる。   

以上のように、破産条約、内国倒産手続き等に関する私案を示したが、経  

済の国際化により外国租税債権の存在が無視できない今日、倒産処理におい  

て従来議論されてきた内国租税債権のみならず、外国租税債権への関心はよ  

り一層必要であると考えられる。   

基本的に一定部分の資産を外国租税債権のために確保し、同時に自国の租  

税債権についても同様に一定部分の資産を確保することを相互に保証した規  

定を有する条約により、無用な各国の徴収活動を防止しでき、結果的には円  

滑な倒産処理を進め、企業、個人の円滑な清算あるいは、再出発を支援する  

法的な枠組みを維持できると考えられる。同時に各国の財政基盤に影響を及  

ぼしかねない国際的な租税補脱を防止する点からも、従来のようにまったく  

法的な枠組みがなく、各国の租税徴収が外国にはとんど及ばない状況と比較  

して、二国間破産条約等は現実性のある法的枠組みであると考えられる。二  

国間破産条約とこれらの条約に対応した国内法整備が破産法改革の進む今、   
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必要であると考えられる。  

〔注〕  

（148）租税徴収制度調査会「昭和33年12月 租税徴収制度調査会答申一附参考資料－」   

Pl（1958）また、米国の判例においても、租税に関して、“Taxeswhicharebut   

themeansofdistributingtheburdenofthecostofgoverment，”（301U，S．495）   

（租税は政府の費用の負担を配分する手段であり））とされており、租税の必要性   

については、基本的には、租税徴収制度調査会の見解と同様であると考えられる。  

（149）租税徴収制度調査会・前掲（148）pl 日本に関しては、自力執行力は、国税徴   

収法47条以下、優先権は、国税徴収法8条以下に規定。米国に関しては、自力執行   

力は、IRC6331以下、優先権（TAXLIEN）は、IRC6331以下に規定（英、独、仏等   

の自力執行力、優先権に関して、富国二郎 荒井勇 志場善徳郎共編・前掲（77）   

P4）  
（150）この定義に関連して租税は一方的・権力的課徴金の性質をもつ（租税の権力性）   

ものであり、権力低から租税の賦課・徴収が必ず法律の根拠に基づいて行われなけ   

ればならない（租税法律主義）とされていることが示されている（金子宏「租税   

法」（第六版補正版）P9，10（1998））。  

（151）租税徴収制度調査会・前掲（148）Pl。また、米国に判例においても、“Taxes   

arelifebloodofGoverment．andtheirpromptandcertainavailabiltyanimperio－   

usneed”O3ullv．UnitedStates295U．S．259（1935）（租税は政府の生命線であり、   

租税を確実に適切に、徴収する効果的な制度が絶対に必要である。）とされており、   

租税の自力執行力等の必要性は、一定の範囲で容認されていると考えられる。  

（152）民事訴訟法118条4号上の外国判決承認の要件として「相互の保証があること」   

が規定されている。また、国家賠償法6条において「この法律は、外国人が被害者   

である場合には、相互の保証がある限り、これを適用する。」と規定されている。   

118条4号の相互主義に関しては「判決国がわが国の判決を承認するのであればわ   

が国もその国の判決を承認するというわけであり、本来は、威嚇的態度をとること   

で判決の承認を促進しようとの発想があった」と説明がされている（河野俊行「承   

認要件としての相互主義」国際私法の争点（新版）P230（1996））。  

（153）西澤宗英・前掲（146）P398において「EC諸国で検討されるような「多数国間   

条約」を、わが国が提唱、主導してこれを締結する可能性・現実性が乏しいことに   

よる。」と示されている。  

（154）NationalBankruptcyReviewCommisionFinal，SupranOte（103）at365～366  

（155）徴収共助に関しては日米租税条約27条において「②の規定に従うことを条件とし   

て、各締約国は、この条約に基づいて他方の締約国の認める租税の免除又は税率の   

軽減が、このような特典を受ける権利を有しない者によって享受されることのない   
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ようにするため、当該他方の締約国が課する租税を徴収するように努めるものとす   

る。その徴収を行う締約国は、このようにして徴収された金額につき当該他方の締   

約国に対して責任を有する。両締約国の権限ある当局は、この条の規定を実施する   

ために協議することができる。」と規定されている。この条項においては徴収共助   

の対象の範囲としては① 条約により免除または軽減について規定された租税にっ   

いて ② 条約の免除または軽減といった特典を受ける権利を有しない者 につい   

て限定されている。  

したがって、例えば、不動産売却にかかる租税を納税しない者にはこの条項の適   

用はないと説明されている（小松芳明編・前掲（6）P242）。  

（156）外国管財人が外国租税債権徴収の機能をはたす余地があるとの指摘が、石黒一意   

「ボーダレス社会への法的警鐘」P161（1991）においてなされている。外国管財人   

に倒産者のわが国内所在財産を引き渡した際、当該外国側でそれを引き当てとして   

待ち受けているのが、当該外国租税債権のみだという場合には、これは実質的に外   

国課税権の域外執行にあたるとして、引渡しは拒絶されねばならないと示されてい  

る。  

判例上は、米国の事例ではないが、イングランド等のコモンウェルズ諸国で生じ   

た国際倒産において、外国租税債権の徴収が問題となり、管財人の権能等を容認し、   

共助するかどうかの判断が、以下①から⑥において下された。①から⑥までの判例   

について概観していきたい（以下の事例に関して、J．G．MILLER，BankruPtCy   

andForeignRevenueClaims，1TheJournalofBusinessLaw144（1991）も参   

考）。   

①PeterBuchananL．D．andMachargv．Mcvey．（1955．A・C・520）   

1955年のアイルランドの判例である。この事案はスッコトランド税務当局がスッ   

コトランドの会社が滞納した租税を徴収するために直接、アイルランドで取立訴訟   

等を行わず、ス■ッコトランドにおいて会社のwindup（清算）の申立、清算人を指   

名した。その後、清算人がアイルランドにおいてアイルランドに資産を移転した会   

社の元幹部に対して資産の引渡を求めたものである。  

この事案において、① 清算人費用以外は他の債権者はなく、租税債権に充当さ   

れる（530，533）② 申立が税務当局により（519，520，533）③ 清算人である会計士に   

ついて税務当局により指名（520）  

という点から清算人の手続きは実質上、外国租税債権徴収のためであり、アイル   

ランド裁判所はこの目的のために助力できないとして清算人の請求を認めなかった。   

②InReGibbons，eXP．WALTER（CURRENTLAWYEARBOOK19616018  

0rderinaid）   

1961年のアイルランドの判例である。この事実はイングランドにおいて破産宣告   

を受けたGのreciver（財産保全管理人）がアイルランドに所在する破産者の財産の管   

理等について、アイルランド裁判所にイングランド裁判所の共助要請を申し立てた。   
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この破産は、InlandRevenueCommissioners（英国内国歳入庁）により申立られ   

たものであった。アイルランド裁判所は1872年破産法71条については裁量が働き、   

絶対的な命令でないものとして、アイルランドの裁判所の方針としては外国歳入の   

徴収を目的とする事項に関して容認することはないととして、この申立を拒否した。   

③ReAyres；ExparteEVANS（51．F．L．R．395）  

1981年のオーストラリアの判例である。ニュージランドで破産宣告をAは受けた。   

Aの財団の管財人がAのオーストラリアの資産の引渡の共助をオーストラリア裁判   

所に求めた。これに対してAは債権者の約60％が租税等の公的機関の債権であり、   

管財人への共助は認められないとして争った。  

この裁判の中でオーストラリア裁判所は前提として① オーストラリア裁判所は   

他国の歳入法に協力しない②1966年の破産法29粂に基づいて共助要請があれば、   

要件を満たす限り、管財人に協力 とした上で① ニュージランド破産法に従い管   

財人は財産の管理処分を行う ② 29条に規定の“prescribedcountries”にニュー   

ジランドが含まれている。（診 ニュージランド税務当局が間接的に利益を受けると   

しても外国の歳入法の執行の結果ではなく、ニュージランド破産法にしたがった結   

果である。として管財人へ資産引渡について協力することを認めた。  

この事案において、① オーストラ■リアに債権者がいないこと（398）②共助規   

定については両国が有しており、また租税債権者については両国とも広い歳入法を   

有しており、また必ず債権者として含まれること（407）③“prescribedcountries”   

にニュージランドが含まれている理由としてニュージランドが“BritishCommon＿   

Wealth”のメンバーであり、またオーストラリアと近い破産法を有していることが   

示されている。  

判例に示された諸条件を考慮した場合、他国（例えば日本）が共助を求めた場合   

に、仮に租税債権者が60％としてもこの事案と同様に管財人に共助が認められると   

断言できないと考えられる。   

④pRIESTLEYvCLEGG（1985（3）SA955）   

1985年の南アフリカの判例である。イングランド法により任命された管財人の南   

アフリカにおける資産の管理権限に関してこの破産についてたとえ債権の94％が租   

税債権であっても管財人の財産の管理権限は認められるとした南アフリカ裁判所の   

判断である。  

この中で債務者は実質、外国租税徴収にあたる場合には外国管財人の権限は認め   

られないと反論した0裁判所は、① 租税債権以外にも債権があること（955）②   

管財人はイングランド法に基づいて任命されており、総債権者のために活動する看   

であり、税務当局の代理人ではない（957）として管財人の南アフリカにおける管理   

権限を認めた。  

この事案において、①ReAyres；ExparteEVANS（51．F‥R．395）の事案も参   

考に示されていた点（958）② ほとんどの倒産事件においては租税債権が関係しま   
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た、租税が無担保債権者より優遇される点 と示されており、基本的には51．F．L．  

R．395で示された要素を考慮する必要があると考えられる。  

⑤INTHEMATTEROFTUCKER（1988FLR154）  
1988年のマン島の判例である。この事案は直接、管財人がマン島の財産の引渡、  

管理を求めた事案ではないが、マン島の財産に関する調査に関して国際倒産と租税  

の関係が問題となった。   

この事案において、Tがイングランドにおいて破産宣告を受けた。破産管財人が  

マン島の裁判所に対してイングランド裁判所の共助要請を申し立てた。管財人はマ  

ン島にあるTの資産に関して、A－B，Cに文書の提出をマン島の裁判所に要請した、  

この要請に従い、マン島の裁判所は期日を指定してA，B，Cに文書の提出を命じた。  

この命令に対して主たる債権者はイングランドの税務当局であり、この破産は租税  

徴収のための破産であり、マン島の裁判所は共助すべきではないと申立をした。   

この申立に対してマン島の裁判所は（》 この破産においては英国内国歳入庁が唯  

一の債権者ではなく（たとえ、他の債権者が争いがあり、疑わしいものでも）、加  

えてこの破産手続きは英国内国歳入庁により申立られたものではないため、租税債  

権徴収のための破産と言うことはできない。（155，163，164，165）  

（診 唯一の債権者が税務当局であり、破産の目的が租税徴収のためであれば、1914  

年破産法122条の共助を行うかどうかの検討が必要である。他にも債権者がいるこ  

とからマン島裁判所は1914年破産法122条の共助を行う（155，165）  

として申立を棄却した。この事実においては④のPRIESTLEYvCLEGG（1985  

（3）SA955）の事件も参考にされた（163）。   

また、マン島の裁判所は、税務当局以外の唯一の債権者については争いがあるこ  

とを認めるが、財団とこの債権者についての問題について判断する意図はないとし  

て、税務当局がこの破産の唯一の債権者ではないと判断した（165）。  

⑥INTHEMATTEROFTUCKER（1988FLR378）  
1988年のジャージー島の判例である。この事実の破産者は（9と同様のTであり、  

また、（9と同様にジャージー島の裁判所に共助要請を申し立てことに関する判例で  

ある。   

この事実において、⑤との大きな違いは、ジャージー島の裁判所がこの申立に関  

する判断を行う前に、英国内国歳入庁以外の他の債権者が債権について取り下げ、  

この破産における債権者としては、英国内国歳入庁しか残っていない点にあった。   

唯一の債権者が英国内国歳入庁であることから（D ジャージー島裁判所は他国の  

歳入綾の執行をしないといった“Publicpolicy”（公序）に従う。この事実に関してイ  

ングランドの破産手続きに共助要請を認めることは絶対ではなく、ジャージー島は、  

独立した政府であることから、裁量で判断する。（∋ 唯一の債権者が英国内国歳入  

庁であることからこの破産は租税債権徴収のための破産である。裁判所は債権の実  

質を検討する必要があり、この共助要請を認めることは、管財人が間接的に外国粗   
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税債権を実行することになり、外国歳入法の執行に協力することは、ジャージー島  

の公序に反することから、結果的には、ジャージー島裁半U所はこの共助に関しては  

管轄を有しないとして、この共助要請を棄却した。⑤の場合と異なり、この共助要  

請は唯一の債権者がイングランドの税務当局であることを理由として拒否された。   

以上の国際倒産において管財人が外国租税を間接的に回収するか否かに関して問  

題となった事案についてまとめると以下のようになる。  

事件名  関係国   

結果   

①（1955）  税務当局  管財人費用以外  清算人が税務当局に  アイルラン   

共助拒否  租税債権   より指名   ド、スコツ  

トランド   

②（1961）  不  明   不  明   アイルラン  

共助拒否   ド、イング  

ランド   

③（1981）  税務当局と  約60％が租税等  オーストラリアの債  オーストラ   

共助容認  の認定なし  の公的債権   権者の有無   リア、ニュ  

他の債権者  両国の破産法  ージランド   

共助規定の有無  

共助要請国の地位  

④（1985）  税務当局と  約94％が租税等  租税債権以外の債権  南アフリカ   

共助容認  の認定なし  の公的債権   者の有無   イングラン  

他の債権者  管財人の任命手続  ド   

⑤（1988）  税務当局と  大部分が租税等  租税債権以外の債権  マン島   

共助容認  の認定なし  の公的債権   者の有無   イングラン  

他の債権者  イングランドの破産  

手続き   

⑥（1988）  他の債権者  なし   租税債権以外の債権  ジャージー   

共助拒否  者の有無   島  

イングラン  

ド  
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管財人が間接的に外国租税債権の徴収にあたるかどうかの判断基準としては（D  

外国税務当局と破産手続きに開始等との関係の有無（申立が外国税務当局か否か）  

② 外国租税債権以外の債権者の有無 が考えられる。ただ、上記のうち共助が容  

認がされた国と共助を要請した国との関係はいわゆる、英国植民地等であった歴史  

的、法的歴史を考慮に入れる必要がある（石黒一意「国際倒産と租税 再論」貿易  

と関税1995－3P66（1955））との指摘もある。   

外国管財人への財産の引渡に関して、丁イギリスやアメリカ合衆国が柔軟な態度  

を示しているとすれば、わが国が厳格な態度を貫くことは相互主義を通じた租税債  

権確保という観点から得策ではなかろう」（栗谷桂一「国際的倒産手続における租  

税債権の徴収」NBL559Ⅰ〉13（1994））との見解があるが、第一番目に、イングランド  

を含めた、いわゆるコモンウェルズ諸国あるいは、米国が果して、常に「柔軟な態  

度」を示していると言えるのか疑問が残る。   

コモンウェルズ諸国に関しては、①から（診までの判例を概観したように、自国と  

要請国の破産制度の比較、債権者の性質等、事件の背景を多角的に考慮した上での  

判断であり、単純に「柔軟」と位置づけることには疑問が残る。また、米国に関し  

ては、連邦破産法304条栂において、304条の補助手続きを開始する際に、“COmity”  

（礼譲）が考慮されることが明記されている。“COmity”は明確な基準ではなく、個  

々の事案の状況に応じて、適切な命令を出すことを裁判所に認めるといったもので  

あり、ある意味で予測の困難な基準である（BankruPtCyCode．RulesandForms  

P54NoteofCommitteeontheJudiciary．SenateReportNo・95－989（1997ed）  

高木新二郎・前掲（注72）P465～（1996））ことから、上記と同様に、単純に「柔軟」  

と位置づけることには、疑問が残る。   

第二番目に、「厳格な態度を貫くことは相互主義を通じた租税債権確保という観  

点から得策ではなかろう」と示されているが、外国の管財人に無条件で財産を引き  

渡すことが（唯一の債権者が外国租税債権の場合は、′除くとの条件はあるが（栗谷  

桂一P13））、日本の租税債権の回収のために果して得策となるのか疑問が残る。例  

えば、①の判例のように、破産手続き、管財人の選任に関して、外国において、日  

本の破産法と異なり、税務当局も関与できる場合もある。（∋から⑥までの判例にお  

いて検討された、自国と要請国の破産制度の比較、事件の背景等を考慮し、外国破  

産管財人の日本における権能を判断する必要があると考えられる。現行の日本の破  

産法上、税務当局が管財人の選任、破産申立に関与できない状況において、自国内  

の財産を相手国の破産制度、事件の背景等を考慮することなく、外国管財人に引渡  

すことは、場合によっては、日本における間接的な外国租税債権の執行を容認する  

結果となる。   

本文においても示したが、国際倒産手続きにおいて、外国租税債権の問題を考え  

る上で、相互主義が大前提であることから、唯一の債権者が外国租税債権の場合以  

外に何の検討、条件等もなく、外国管財人に日本国内の財産を引渡すことは、日本   
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の租税債権の確保のために、むしろ得策とは考えられない。  

上記の、－、二番目の点から、栗谷氏の見解の根拠付け、結論には、疑問が残り、   

賛成できない。  

（157）前掲（注155）においても示したが、共助の範囲が限定されている。  

また、国際倒産と徴収共助の関係について検討がされた形跡はないと言える。  

例えば、小松芳明編・前掲（6）P241の共助においては国際倒産との関係の記述   

なく、また、国会審議（昭和44年5月16日 大蔵委員会議事録30号P3，昭和44年6   

月4日大蔵委員会議事録33号P3）においても検討の形跡はない。  

米国側の DetailedTreasuryDepartmentTechicalExplanation，datedFeb．13，   

1973．ofU．S．－Japanincometaxtreaty55，550－Z．7，Z．8においても国際倒産との   

関係の記述ない。  

日米租税条約と同じ趣旨が、米独租税条約の徴収共助に規定されている（PROF．   

R．HELMUTDEBATIN，THEnewUS／GermanDoubleTaxt，reatyP435，P441）。   

この規定においても、国際倒産と徴収共助の関係について検討がされた形跡はない。  

徴収共助について、日米、米独と比較して詳細に規定されている米とオランダの   

租税条約31条の徴収共助規定がある（MaryC．Bennet，Commental・ytOtheUS－   

NetherlandsIncomeTaxConventionAnnexl－79（1995））。この規定において、要   

請国の市民、会社、団体等について被要請国に徴収共助が規定されているが、被要   

請国の市民、会社、団体等についてはこの規定が適用されないともされており、範   

囲の限定は存在する（例外として、条約の免除または軽減といった特典を受ける権   

利を有しない者についての徴収共助は特に制限なく規定されている。Annexl－79，   

Annex6－126，Annex7－155）。また、徴収共助を行うための考慮事項として① 要   

請国内においてすべての徴収方法を実行したかどうか（診 納税者が異議申立て等の   

機会が十分だったかどうか の点が明記されており、要請国の徴収共助を被要請国   

がすぐに受理するものではないと考えられる（Annex3－31）。日米、独米租税条約   

と比較すれば、徴収共助の実効性について高いものと考えられるが、徴収共助の範   

囲の限定、要請国内におけるすべての徴収方法を実行後に徴収共助がなされること、   

そして納税者の異議申立て等の機会を十分に保障することが条件が付されている。  

この条約においても上記の二つと同様に国際倒産と徴収共助の関係について検討が   

された形跡はないことを考慮した場合に、国際倒産において、破産手続きあるいは   

更生手続きにせよ、迅速、公平に手続きを進める必要性から、この徴収共助規定が  

国際倒産において実効性を有するかどうか疑問が残る。  

国際倒産における外国租税債権の問題について、現行の租税条約の共助規定のみ   

によって、解決することは困難であると考えられる。  

（158）一定の範囲で、日米の租税債権の優先性を他の私債権と比較して、敢えて認める   

根拠としては、日米両国の制度上、上記のⅥ．1①で検討したような、高い公益性   

から容認された一般的優先権が明文上、存在するからである。   
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例えば、日本の国税徴収法8粂、米国のIRC6321（TAXLIEN）にみられるような   

一般的優先権に関する明文規定を考慮した場合、これらの優先権を無視することに   

よって、倒産手続きが円滑に進むかどうか疑問が残る。  

むしろ、日米両国の租税の有する公益性を一定の範囲で考慮すると同時に、破産   

手続きの進行、破産者の更生等を両国の税務当局の徴収活動が不必要に妨げないた   

め、また、国際倒産手続きに参加する債権者等の予測可能性も一定の範囲で確保す   

るために、両国が自国の租税債権の優先権に関しては、自国内においてのみ主張で   

きるとした相互主義が現実的な選択であると考えられる。  

（159）（日本）破産法366粂ノ12により租税債権は免責の対象外   

（米国）連邦破産法523条により租税債権はnondischargeable（非免責債務）  

（160）例えば、一つの基準としては破産手続きの申立人、申立手続き等と税務当局との   

関わりが考えられる。破産法47条により租税債権は財団債権となる。財団債権は破   

産手続き外で自由に回収することができるため、共益費用・公租公課等財団債権と   

なるべき債権を有する債権者は、破産の申立をすることが出来ない（高木新二郎   

編・前掲（注48）P26の吉永順作「申立権者と破産能力」）。  

他方、米国の連邦破産法において、日本のように財団債権と破産債権といった区   

別はなく、政府も破産申立をすることができる債権者に含まれている（LAWERE   

HCEP．XING，SuPranOte（73）VOL12303－28）。債権者が12名以上の場合、3人   

以上の債権者 債権金額1万ドル以上の申立が必要であると303条により規定され   

ている。  

（161）現行の破産法上、外国租税債権に関する明確な規定はない。  

例えば、破産債権の意義として「破産者二対シテ破産宣告前ノ原因二基キテ生ジ   

タル財産上ノ請求権ハ之ヲ破産債権トスル」（破産法15条）と定められているだけ   

で、外国租税債権が破産債権として扱われるかどうかは明確には規定されていない。  

また財団債権としては、破産法47条において「国税徴収法又ハ国税徴収ノ例二依   

り徴収スルコトヲ得ベキ請求権」とされており、外国租税債権が財団債権としての   

性質を有することが、認められているとは考え難い。ただ、例外として、租税条約   

の実施に伴う所得税、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の9条において   

「政府は租税条約の規定によりわが国以外の締約国租税につき当該締約国の政府か   

ら徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例によりこれを徴収する。」と規定され   

ていることから、日米租税条約27条により、米国政府から嘱託を受けた場合には当   

該、米国租税債権に関しては文言上、破産手続きにおいて財団債権として扱う必要   

があると考えられる。  

本文、上記（157）で示したように、租税条約上の規定によっては、国際倒産に十   

分に対処できないことから、破産条約において、租税条約の共助規定の適用を除外   

する旨の規定が必要ではないかと考えられる。少なくとも、破産条約の締結に伴い、   

国内法である特例法の規定において、国際倒産（破産条約の適用の有る）の場合、   



456  

外国租税債権を国税徴収の例により徴収することを例外とする旨の規定の創設し、  

外国租税債権の破産手続きにおける取扱いを、条約に整合する手当てが必要ではな  

いかと考えられる。   
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おわりに   

国際倒産と外国租税債権徴収の問題については、租税法のみならず、破産法、  

国際私法等さまざな法分野に関連しており、色々と誤解を生じているのではな  

いかと思われるが、拙稿が国際倒産と租税の問題について一助となれば幸いで  

ある。今後とも国際倒産と租税の問題について研究していきたいと考えている。  

拙稿を読んで下さった皆様方の忌悼のない御批判、御教示が得れれば幸いであ  

る。   

最後になりましたが、浅学非才な私が拙稿をまとめることができましたのは、  

東京大学大学院専修コースにおきまして、指導教官として直接論文指導して下  

さった道垣内正人教授、破産法の分野から指導して下さった伊藤眞教授、租税  

法の分野から指導して下さった中里実教授をはじめ多くの先生方の御指導のた  

まのものである。ここに深く感謝の意を表するとともに厚く御礼申し上げる。  

また、三次直哉課長補佐をはじめ、国税庁徴収課の皆様から実務上の御教示を  

頂いたこと、そしてゼミ等における議論を通じて種々の御教示をして下さった  

専修コースの皆様に心から厚く御礼申し上げる次第である。   
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